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◇◆定義◆◇ 

本手引きで使用する用語の定義は、以下のとおり。 

・「オンライン研修環境」 

介護支援専門員向けの研修に活用できる「オンライン研修環境の運用基盤」と、その運用

基盤上で実施される介護支援専門員養成研修（法定研修）に利用できる「標準資料

（副教材）」を合わせた全体。 

・「標準資料（副教材）」 

介護支援専門員研修ガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）に準拠した講

義（座学）用の副教材に、各副教材のナレーションと理解度確認テストを組み合わせたもの。

各課程で利用するテキストでの学習と標準資料（副教材）を利用した学習を組み合わせて研

修を実施する。 

・「オンライン研修環境の運用基盤」 

「オンライン研修環境の運用基盤」とは、受講者管理機能、座学実施機能、演習実施機能

の 3 つの機能を提供する基盤を意味する。受講者管理機能は、オンライン研修環境上で受

講者別、科目別の受講状況等を把握することができる機能である。座学実施機能は、講義

（座学）を場所や時間の制約なく PC 端末等で受講することができる機能である。演習実施機

能は、Web 会議の仕組みを活用し、オンラインで双方向型の演習の受講ができる機能であ

る。 

 

  

オンライン研修環境

標準資料（副教材） ※研修課程・科目ごとに整備

オンライン研修環境の運用基盤

ガイドラインに準拠した
講義（座学）用の副教材 ナレーション+ +

受講者管理機能 座学実施機能 演習実施機能+ +

+

理解度
確認テスト
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はじめに 

本手引きの位置づけ 

本手引きは、介護支援専門員養成研修に係る実施要綱、ガイドライン、修了評価の指針等を

起点に検討を加え、令和 2 年度に構築したオンライン研修環境とそれを活用した試行実証結果に

基づいて、講師・ファシリテーター、研修実施機関、研修向上委員会や都道府県のそれぞれに求

められる役割や機能、今後の活用に向けた留意点等を整理したものである。 

講義（座学）科目の一部で既に e ラーニング形式を導入している都道府県の実情や、集

合・対面形式における研修実施の実態、新型コロナウイルス感染症対策が必要な状況での

オンライン形式の導入に向けた検討状況の把握などを通じて、都道府県ごとに異なる研修

実施機関等を捉え、共通して対応し得るオンライン研修環境の機能等を検討した。本手引

き中で記載している研修運営に係る具体的な工夫や留意点等の知見は、意見交換や試行実

証等を通じて現任の講師・ファシリテーターや研修実施機関等の現場から示されたノウハ

ウである。 

 

研修オンライン化の背景と意義 

（ケアマネジメントの質の向上の必要性） 

地域における人口構成や世帯構成の変化に伴い、介護支援専門員の役割・期待は変化し

ている。尊厳の保持と自立支援のためにより生活全般を見据えたケアマネジメントが基本

であることは言うまでもない。 

その上で、多職種の知見活用、介護保険サービス以外も含めたケアマネジメントが求め

られている。さらに、認知症高齢者や独居高齢者の増加等を考慮すると、意思決定支援や

家族支援といった相談援助も重要視されている。 

本人及び家族の生活全般を捉え、さまざまな地域資源及び他職種と連携したマネジメン

トによる尊厳の保持と自立支援を実現するため、介護支援専門員の資質向上の重要性がま

すます高まっている。 

 

（介護支援専門員の資質向上における課題） 

介護支援専門員の資質向上に対する期待に対し、特に現任者の資質向上策においては、

実務と両立した取組が必要であり、効果的・効率的に介護支援専門員の資質向上を実現す

るための環境整備が求められる。具体的には、介護支援専門員の研修実施水準の標準化や、

研修内容の継続的な改善が重要となる。 

また、研修内容以外にも、適切な修了評価、ICT 等を活用した受講環境整備、事務負担

等の軽減により円滑かつ効果的な研修実施を支援する取組も求められる。特に、研修受講

等、開催環境の改善・整備が重要である。 

研修開催に係る課題としては主に、①研修受講者の移動時間等の受講に係る負担、②研
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修会場の確保及びその費用の負担、③研修講師の講義用資料の作成負担、の 3 点が挙げら

れる。ここに挙げたように、実務を離れた研修の実施においては、受講者ならびに、研修

実施機関及び講師等の負担感が大きいことを鑑み、研修受講に係る負担を軽減することは

質の向上のためにも重要になる。 

また、研修環境の改善については、中山間地や離島から研修参加する現任者の負担が大き

いなど、従前から指摘されていたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の一環として、

集合・対面形式の研修をオンライン形式も含めた形で見直す観点からも、その必要性、喫

緊性はさらに増している。 

さらに、これまでの介護支援専門員資質向上事業において、各課程の実施に係るガイド

ラインの整備が進められてきたが、こうした取組をさらに推進し、研修内容のばらつきを

抑制し、研修の質の水準の底上げを図ることも重要である。また、オンライン研修環境に

おける、e ラーニング教材の整備・活用は、講師負担を軽減するとともに研修に用いる副

教材の質の平準化や底上げに資する効果も想定される。 

 

（オンライン研修環境を整備する意義） 

本事業は、介護支援専門員養成研修（以下、「法定研修」という。）等を、原則としてオ

ンライン研修環境でも完結できるようにするための基本的な環境を整備するとともに、都

道府県及び研修実施機関がオンライン研修環境を用いた研修の企画・運営を行う上での参

考となる情報を整理するものである。 

具体的には以下の取組を実施した。 

 オンライン研修環境の整備（受講管理、座学、演習に共通して使える環境） 

 標準資料（副教材）の整備 

 研修実施機関におけるオンライン研修企画・運営上の留意点の整理（本手引きの

作成） 

 都道府県におけるオンライン研修環境導入に係る留意点の整理（本手引きの作成） 

なお、オンライン研修環境について、まずは法定研修での活用を想定しているが、本質

的にはケアマネジメントへの期待に応え得る継続的な資質向上の実現が目的である。 

したがって、介護支援専門員向けの各種法定外研修、さらには多職種連携の推進等でも

オンライン研修環境の活用を視野に取り組むことが必要である。 
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本手引きの活用の仕方 

本手引きは令和 2 年度に整備及び試行実施されたオンライン研修環境の活用に向けて、

都道府県、研修向上委員会及び研修実施機関、講師・ファシリテーターの立場で、それぞ

れどのような点に留意して研修の企画、準備、運営、振り返りを実施すれば良いのかのポ

イントを整理したものである。 

第 1 章は前提条件や受講者の心構えを整理したものであり、オンライン研修環境で法定

研修を実施するうえでの基本的な考え方となるため、研修実施に係る全ての関係者が一読

することが望ましい。 

そのうえで、以下のように、それぞれの立場に応じて関連する章を参照頂きたい。なお、

第 2 章以降はそれぞれ完結して参照頂けるようにしたため、関連する章の間で重複した内

容を記載している部分がある。こうした点については、例えば都道府県と研修実施機関の

双方で検討し、研修向上委員会の場で目的や課題認識を合わせるなど、ポイントとして活

用頂きたい。 

 

読み手と読んで頂きたい章 

 
  

都道府県

1.本手引き
の目的と前

提条件
(5頁)

前提となる
基本的な考え方

2. 総論
(15頁)

研修実施の
流れの全体像

研修企画、準備
運営の実務

4.都道府県に
求められる取

組(50頁)

研修向上
委員会

研修実施
機関

講師・ファシ
リテーター

3.研修向上委
員会及び研修
実施機関の実

務(26頁)

3.9 講師・ファ
シリテーター向
けガイド(44頁)
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1. 本手引きの目的と前提条件 

1.1 本手引きの目的 

本手引きは都道府県及び研修実施機関向けに、オンライン研修の企画・運営における考

え方や実施上の留意点、今後求められる取組等を整理したものである。 

本手引きの構成は以下のとおりである。 

はじめに 

1. 研修オンライン化の背景と意義 

第１章：本手引きの目的と前提条件 

2. 本手引きの目的 

3. 介護支援専門員研修の意義と目的 

 法定研修の位置づけと目的やオンライン研修環境を活用する有効性等につい

て記載 

4. 介護支援専門員研修の全体像とオンライン化の範囲 

 研修体系、本事業の対応範囲、令和 3 年度の実施内容・体制等について記載 

5. 受講者の心構え 

 オンライン研修に参加する際に求められる受講者の心構え等について記載 

 

第２章：総論 

6. オンライン研修の企画・運営における基本的な考え方 

 基本的な考え方、研修企画・運営における留意点について記載 

7. 法定研修の企画・運営における基本的な考え方 

 研修実施機関や講師・ファシリテーターに求められる役割、座学・演習・修

了評価及びフォローアップの方法、研修資料及び受講者提出資料の取扱い等

について記載 

8. 法定外研修の企画・運営における基本的な考え方 

 法定外研修や多職種協働への拡大の可能性等について記載 

 

第３章：研修向上委員会及び研修実施機関の実務 

9. オンライン研修環境の特性を生かした PDCA の実行 

 研修向上委員会に求められる役割と意義、オンライン研修環境を活用した

PDCA サイクルのあり方等を記載 

10. 企画段階の実務 

 研修計画の作成、実施体制の構築、教材等の整備、講師・ファシリテーター

の養成の方法について記載 

11. 実施段階の実務 

 受講管理、研修実施、受講者の課題把握と支援の方法について記載 

12. 評価段階の実務 

 修了評価の方法について記載 

13. 改善段階の実務 

 データ等を活用して今後の研修の改善に生かす方法について記載 

14. 講師・ファシリテーター向けガイド 

 オンライン研修環境を用いた演習（グループワーク）の特徴や、その実施に

必要な役割、遂行上のポイント等を記載 
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1.2 介護支援専門員研修の意義と目的 

1.2.1 法定研修、職域研修の位置づけと目的 

（法定研修の目的） 

ケアマネジメントは利用者の尊厳を尊重し、介護保険制度の基本理念である自立支援実

現に向けて、利用者の立場に立って意思決定を支え、地域の社会資源を調整することが期

待されている。介護保険法において介護支援専門員とは、「要介護者等からの相談に応じ、

要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう市町村、サービス

事業者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必

要な援助に関する専門的知識・技術を有するもの」（介護保険法第七条第五項抜粋）とされ

ている。 

また、ケアマネジメントは、居宅介護支援事業者が居宅の要介護者に対して、ケアプラ

ンの作成やサービス事業者との連絡調整等を行うものであり、高齢者自身によるサービス

の選択、サービスの総合的・効率的な提供等、重要な役割を果たしている。ケアマネジメ

ントについては、要介護者等が積極的に本サービスを利用できるよう、制度創設時から 10

割給付のサービスと位置付けられてきた。 

これらを踏まえ、「介護支援専門員として利用者の自立支援に資するケアマネジメント

に関する必要な知識及び技術を修得し、地域包括ケアシステムの中で医療との連携をはじ

めとする多職種協働を実践できる介護支援専門員の養成を図ることを目的とする」法定研

修の受講が義務づけられている。 

また、主任介護支援専門員については、長い経験と知見によって地域の介護支援専門員

を指導・助言する立場であるとともに、地域づくりの担い手としての期待も高まってきて

おり、主任介護専門員更新研修の導入やその条件としての一定量の研修受講が課されたと

ころである。 

いずれにしても、法定研修は（主任）介護支援専門員として必要最低限の知見の修得を

目標として位置づけられたものであるといえる。 

  

第４章：都道府県に求められる取組 

15. オンライン研修環境の活用に向けて都道府県に求められる取組 

 要綱の見直しの必要性、オンライン研修環境の調達と予算措置の進め方、受講

（予定）者情報の整備・共有方法等について記載 

16. オンライン研修環境に求められる要件（調達要件（例）） 

 オンライン研修に係る業務及び要件について記載 

 

おわりに 

17. 今後の検討課題と本手引きの見直しの予定 
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（法定研修以外の研修の位置づけ） 

介護支援専門員の法定研修等については、「介護支援専門員資質向上事業の実施につい

て」（平成 26 年７月４日老発 0704 第２号厚生労働省老健局長通知）に基づき、都道府県又

は都道府県知事が指定して研修実施機関が実施主体となり、厚生労働省が定める研修実施

要綱に沿って実施されている。 

ただし近年、介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する検討会等において、法

定研修等の実施における地域間の水準のばらつきが指摘されており、実施水準の標準化や

研修内容の改善が求められている。加えてアセスメントやモニタリングの能力や相談援助

技術の専門性、さらには各地域における多職種連携や地域資源との連携は、実践における

利用者・家族や地域との関わりの中で初めて体得、習熟していくものである。 

そのため介護支援専門員の養成にあたっては、法定研修だけではなく自己研鑽や法定外

研修も組合せ、生涯学習と実務実践を進めていくことが重要である。現に、各地域の自治

体（保険者）や地域包括支援センターが主催する各種研修が実施されているほか、各層の

職域研修でも生涯学習が実施されている。さらに、特定事業所加算取得事業所を中心に、

事業所（あるいは法人）内外の研修も展開されている。 

こうした法定研修以外の研修は、法定外研修で学ぶ必要最低限の知見に加え、より実践

的な知見や、地域の特性を踏まえた知見やネットワークの修得を目指すことに意義がある

が、オンライン研修環境を活用することにより、研修の実施に係る負担を軽減する効果が

ある。したがって、法定研修との位置づけを意識しながら、多様な資質向上の機会が展開

されていくことが必要である。 

 

1.2.2 オンライン研修環境を活用することの有効性 

介護支援専門員研修のさらなる充実が指摘される一方、これまでに厚生労働省等が実施

している調査研究等から、法定研修等に係る課題も明らかになっている（介護支援専門員

研修改善に係る調査や介護報酬改定・検証調査等の結果より）。 

 

特に研修の開催に係る主な課題としては以下の 3 点が挙げられる。i 

・ 研修受講者の移動時間等の受講に係る負担 

・ 研修会場の確保及びその費用の負担 

・ 研修講師の講義用資料の作成負担、研修内容のばらつきの平準化 

  

                                                      
i 法定研修等に係る課題については、令和 2 年度老人保健健康増進等事業「介護支援専門

員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業」等において検討・整理が実

施されているため、それらの事業の成果等についても適宜参照いただきたい。 
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今回整備したオンライン研修環境は上記課題の解決に資するものである。すなわち、本

研修環境を活用することの有効性は主に研修受講者の負担軽減、研修にかかる費用の削減、

研修講師の負担軽減と質の平準化であるといえるが、以下に概説する。 

 

（研修受講者の負担軽減） 

オンライン研修環境を活用することにより、受講者はオンライン上で講義（座学）につ

いては場所や時間の制約なく、PC 等で研修の受講を行うことが可能となる。また、演習に

ついても Web 会議の仕組みを活用することにより、自宅や事業所から受講することが可能

となる。このように、研修受講者は移動時間等の受講に係る負担が大きく軽減されること

になる。 

 

（研修にかかる費用の削減） 

オンライン研修環境を活用することにより、従来の研修にかかっていた会場費等の一部

費用が削減されることが想定される。従前の集合形式では研修を実施するための会場確保

が課題となっている地域も多く見られたが、そのような課題への解決策としてオンライン

研修環境を活用することも考えられる。 

 

（研修講師の負担軽減と質の平準化） 

オンライン研修環境で提供される標準資料（副教材）は従前の研修で使用されていた副

教材（講義用資料）に相当するものであり、標準資料（副教材）を活用することにより、

副教材の作成に要していた負担が軽減されることが想定される。 

地域によって高齢者福祉を取り巻く環境には相違があるため、一定の地域差が生じるこ

とを否定するものではない。しかし、例えば介護保険制度に関する内容等については、全

国的にある程度統一された内容となるべきであり、講義（座学）・演習ともに、今一度ガイ

ドラインの記載内容に立ち返って見直しを図るべき部分もあるものと考えられる。 

このように、法定研修の位置づけを前提とすると、質の平準化を図り、研修内容のばら

つきを抑制することも重要である。オンライン研修環境を通じて、ある程度統一的な標準

資料（副教材）が研修において活用されることにより、研修内容のばらつきの抑制、水準

の底上げが図られることも想定される。 
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1.3 介護支援専門員の養成の全体像とオンライン化の範囲 

1.3.1 令和 2 年度事業で整備したオンライン研修環境の範囲 

（対象とする研修課程） 
介護支援専門員の養成は、法定研修、実務経験、OJT、OFF-JT、自己研鑽（法定外研修を

含む）の組合せから成る。法定研修には、「実務研修」、「専門研修（専門研修課程Ⅰ、Ⅱ）」、

「更新研修（専門研修課程Ⅰ、Ⅱ）」、「主任介護支援専門員研修」、「主任介護支援専門員更

新研修」が含まれる。 

法定研修のうち、令和 2 年度に実施した本事業では「実務研修」、「更新研修（専門研修

課程Ⅰ、Ⅱ）」、「主任介護支援専門員更新研修」を対象とした（下図赤枠内）。 

すなわち、実務未経験者を対象とした「専門研修（専門研修課程Ⅰ、Ⅱ）」、「主任介護支

援専門員研修」、「再研修」は対応範囲に入らない。これらの課程については、令和 3 年度

以降に対応する想定である。 

 
介護支援専門員の養成の全体像と、本事業でのオンライン化の範囲 
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（対象となる科目と提供機能） 
対象課程の科目のうち、「講義のみの科目」及び「講義演習一体型科目」について、オン

ライン研修環境を提供する。 

すなわち、実習等については本事業の対象外であり、各都道府県において、従前どおり

の対応が必要である（オリエンテーション等にオンライン演習環境を利用することは可

能）。 

 
本事業で対象とする科目 

 
  

介護支援専門員実務研修 介護支援専門員更新研修（専門研修Ⅰ） 介護支援専門員更新研修（専門研修Ⅱ） 主任介護支援専門員更新研修

介護保険制度の理念・現状及びケアマネジ
メント

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの
現状

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの
今後の展開

介護保険制度及び地域包括ケアシステムの
動向

ケアマネジメントに係る法令等の理解
ケアマネジメントに必要な医療との連携及
び多職種協働の実践

地域包括ケアシステム及び社会資源 ケアマネジメントの実践における倫理
ケアマネジメントに必要な医療との連携及
び多職種協働の意義

対人個別援助技術及び地域援助技術

人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専
門員の倫理

個人での学習及び介護支援専門員相互間の
学習

ケアマネジメントのプロセス

自立支援のためのケアマネジメントの基本
リハビリテーション及び福祉用具の活用に
関する事例

リハビリテーション及び福祉用具の活用に
関する事例

リハビリテーション及び福祉用具の活用に
関する事例

相談援助の専門職としての基本姿勢及び相
談援助技術の基礎

認知症に関する事例 認知症に関する事例 認知症に関する事例

利用者、多くの専門職等への説明及び合意
看取り等における看護サービスの活用に関
する事例

看取り等における看護サービスの活用に関
する事例

看取り等における看護サービスの活用に関
する事例

介護支援専門員に求められるマネジメント
（チームマネジメント）

入退院時等における医療との連携に関する
事例

入退院時等における医療との連携に関する
事例

入退院時等における医療との連携に関する
事例

受付及び相談並びに契約 家族への支援が必要な事例 家族への支援が必要な事例 家族への支援が必要な事例

アセスメント及びニーズの把握
社会資源の活用に向けた関係機関との連携
に関する事例

社会資源の活用に向けた関係機関との連携
に関する事例

社会資源の活用に向けた関係機関との連携
に関する事例

居宅サービス計画の作成
状態に応じた多様なサービスの活用に関す
る事例

状態に応じた多様なサービスの活用に関す
る事例

状態に応じた多様なサービスの活用に関す
る事例

サービス担当者会議の意義及び進め方
モニタリング及び評価
基礎理解
脳血管疾患に関する事例
認知症に関する事例
筋骨格系疾患と廃用症候群に関する事例
内臓の機能不全に関する事例
看取りに関する事例

 ①講義のみ

②
講義・演習
一体型
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上記を踏まえ、本事業で整備するオンライン研修環境は、「講義のみの科目」及び「講義

演習一体型科目」の実施にあたって必要となる「受講者管理機能」、「座学実施機能」、「演

習実施機能」の 3 つを提供する。 

 
本事業で提供する機能の全体像 

 

 

1.3.2 令和 3 年度の実施内容・体制 

（国によるオンライン研修の実施環境整備） 
厚生労働省では令和 3 年度予算の主要事項（一般会計）において、介護支援専門員の在

宅等での研修の受講を促進するためのオンライン研修環境の運用・保守、通信教材の管理

等を行う「介護支援専門員研修オンライン化等運用事業（1.5 億円）」の予算を確保してお

り、令和 3 年度以降も国によるオンライン研修の実施環境の整備は継続することとしてい

る。 

令和 3 年度に実施予定の国による整備の具体的な内容は以下のとおり。 

 

・ オンライン研修環境の提供と安定的な運用 

・ 各都道府県、研修実施機関でのオンライン研修環境の活用状況等の把握、課題整理、

必要なフォローアップの検討と提案 

・ 現状の活用状況や課題を踏まえた、オンライン研修環境の見直し 

・ 通信教材の拡充（主任介護支援専門員研修及び介護支援専門員再研修） 

・ 令和 2 年度に作成した通信教材の制度見直し等の内容更新（介護支援専門員実務研

修、更新研修「専門研修課程Ⅰ及びⅡ」、主任介護支援専門員更新研修） 

 

オンライン
研修環境

都道府県/
研修実施機関

受講者

受講対象者への通知
受講者の管理
科目別の受講状況確認

（研修講師）

各都道府県等が有する既存教材
も登録することも可能

研修講師は自宅や事務所等
からオンラインで演習を実施

対象者はオンライン研修環境に
ログインするためのID・パスワードを受領

自宅や事務所等で各自が受講、
確認テスト等を実施

自宅や事務所等で各自が所定の時間に
演習受講ページにアクセス、演習を受講

問合せの窓口は全国で統一して提供※（オンライン研修環境提供事業者の株式会社デジタル・ナレッジにて対応）

受講者管理機能
• Web上で受講者別、科目
別の受講状況等をタイム
リーに把握可能

• 研修記録シートをWeb上で
登録、確認可能

• 修了証明書の発行がWeb
上で可能

座学実施機能
• 受講者はWeb上の座学
コンテンツを場所や時間の
制約なくPC、スマホ、タブレッ
ト端末等で受講可能

• 質問の受付、回答が可能

演習実施機能
• Web会議の仕組みを活用
し、オンライン(双方向)で
演習が受講可能

※ 実施時間は、各都道府
県、実施機関にて設定し、
受講者に通知

※オンライン環境以外に
電話、メールでも
問合せ可能
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（都道府県に求められる取組） 
「1.2.2 オンライン研修環境を活用することの有効性」に記載のとおり、オンライン研

修環境は新型コロナウイルス感染症への対策としてのみならず、従前より研修の開催に係

る課題として挙げられてきた「研修受講者の移動時間等の受講に係る負担」、「研修会場の

確保及びその費用の負担」、「研修講師の講義用資料の作成負担」の軽減にも資するもので

あるといえる。 

したがって、都道府県には地域の職能団体等と連携し、自律的にオンライン研修環境を

中長期的に維持・運営することを見据えた検討を行うことが必要である。具体的には、「実

施要綱の見直し」、「オンライン研修環境の調達と予算措置」、「受講（予定）者情報の整備・

共有」等を行うことが都道府県には求められる。 

各取組の詳細は「4．都道府県に求められる取組（p50）」を参照いただきたい。 

 

（スケジュール、予算措置、契約等） 
令和 3 年度については、本事業で提供するオンライン研修環境を利用し、標準的な内容

で研修を推進する場合、都道府県等に新たな費用負担は想定していない（原則無償で利用

することが可能である）。ただし、演習時に利用する Zoom の管理者アカウントの費用は、

都道府県別に Zoom 社と個別契約が必要なため、都道府県で費用負担を行うことが必要で

ある。 

調達、予算措置に関する詳細は「4．1.3 オンライン研修環境の調達と予算措置（p52）」

を参照いただきたい。 
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1.4. 受講者の心構え 

1.4.1 専門職としての自己研鑽と研修受講 

介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応

じ適切なサービスを利用できるように市町村、サービス事業者等との連絡調整等を行う専

門職である。専門職とは自己研鑽による継続的な能力維持・開発に当然努めるものであり、

これは専門職としての責務である。 

介護保険法第七条において「要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関

する専門的知識・技術を有するもの」と説明されており、すべての介護支援専門員には、

利用者の意思決定を支援するに足る一定水準以上の知識・能力を有することが期待されて

いる。それゆえに法定研修の受講が義務づけられている。 

研修の受講はそれぞれの意思のもと行われるものであり、主体的な姿勢で研修に臨むこ

とが法定研修の受講者である介護支援専門員には求められる。 

 

1.4.2 オンライン研修に参加する心構え 

研修がオンラインで開催されるとしても、それは手段の違いだけであり、研修の位置づ

けはこれまでと同じく専門職を対象とした実践的な研修である。専門職の責務として臨む

のが基本であり、主体的かつ協調性を持って参加することが当然求められる。 

その上で、集合・対面形式の研修と比較した際の、オンライン研修環境の特徴を踏まえ

ると以下の点について、特に留意が必要である。 

 

（事前準備・事前学習の徹底） 

受講する場所や時間等の選択の幅が広がり受講者の裁量が増えることは、利便性である

と同時に学習効果を低下させる恐れもある。したがって、従前以上に主体的な姿勢で事前

準備・事前学習に臨むことが必要である。 

 

（主体的かつ協調性を持った受講姿勢） 

演習の学習効果は受講者の姿勢により高められるのは集合・対面形式と同じだが、コミ

ュニケーションの質が大きく異なる。オンライン研修環境では、集合・対面形式以上に、

各受講者が主体的かつ協調性を持った受講姿勢で参加する必要がある。 

 

（受講環境の整備） 

研修では各受講者の受講姿勢が場の雰囲気を形成する。前述の主体的かつ協調性を持っ

た参加に加え、円滑な演習受講のためには安定した受講環境を確保する必要がある。その

ため機器や通信、受講場所といった受講環境の整備は、受講者側の責務として心がける必

要がある。 
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1.4.3 オンライン研修環境を活用する前提条件の周知 

オンライン研修環境での研修を円滑に実施するためには、前節に挙げたオンライン研修

に参加する心構えを、研修受講者及び所属する事業所に向けて都道府県や研修実施機関か

ら周知する必要がある。 

 

周知イメージ 
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2. 総論 

2.1 オンライン研修の企画・運営における基本的な考え方 

2.1.1 基本的な考え方 

オンライン研修においても従前と同様、研修向上委員会を中核として、都道府県・研修

実施機関が一体となり、研修の企画、実施、評価、今後の研修への反映という PDCA サイク

ルを構築することにより、継続的に研修内容の改善を図ることが求められる。 

その際、オンライン研修環境の活用によって想定される、以下の利点を生かすことが必

要である。 

 

（受講履歴や研修記録シートなどのデータの活用） 

受講履歴等がデータ化されるため、データに基づいて PDCA サイクルを回すことが容易

になると想定される。従来、事務負担の大きさが指摘されてきた研修記録シートの活用に

ついても、受講者にオンライン研修環境の運用基盤上で入力させることで管理・集計等の負

荷が軽減すると考えられる。 

 

（研修資料の管理・バージョンアップの容易化） 

オンライン研修で使用する資料は電子媒体であるため、従来の紙媒体の資料と比較して、

管理・バージョンアップが容易になると考えられる。 

 

（副教材作成負荷の軽減） 

標準資料（副教材）の活用により、都道府県等が独自に副教材を作成する負担は大きく

軽減すると想定される。また、独自に作成した副教材についてもオンライン研修環境の運用

基盤上で一元的に保存（アップロード）することが可能なため、研修科目間での共通の資

料の活用等が促進されることも想定される。 

 

2.1.2 オンライン研修環境を活用した研修企画・運営の留意点 

オンライン研修の企画・運営にあたっては、以下の点に特に留意する必要がある。 

 

（講師・ファシリテーター向け研修の実施） 

オンライン研修においては、講師・ファシリテーターには現行の要件に加えて、オンラ

イン研修環境の特性に対応するスキルが求められる。オンライン研修の学習効果は、講師・

ファシリテーターの運営ノウハウに大きく左右されることから、講師・ファシリテーター

を対象とした操作説明等の研修をあらかじめ実施し、必要なノウハウ習得を促すことが重

要である。 
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（受講者向けの支援体制の整備） 

オンライン研修を導入する初期段階においては、通信エラーなど従前の集合・対面形式

の研修とは異なるトラブルが発生することが想定される。特定の受講者の通信エラーが研

修全体の進行に影響する場合もあるため、従前以上に受講者に対する支援体制を整備する

ことが重要である。 

本手引きの内容を参考に、各都道府県で支援体制の整備や、個別のトラブルへの対応方

針の検討を行う必要がある。 

 

（その他の留意点） 

研修企画・運営における留意点として、令和 2 年度「介護支援専門員研修等オンライン

化等普及事業」において、特に都道府県等から問合せが多かった「利用する機能を都道府

県が選択できるか否か」、「科目のフォローアップ等のための教材作成・独自教材の活用」、

「演習等の実施当日のスタッフ派遣／事前の研修・レクチャー」についての考え方を以下

に記載する。その他の研修企画における留意点の詳細は本手引きの「3.2 企画段階の実務

（p27）」を参照いただきたい。 

 

利用する機能を都道府県が選択できるか否か 

受講者管理機能、座学受講機能、演習受講機能はそれぞれ独立した機能であり、個別に

利用することは可能である。ただし、座学受講機能、演習受講機能のみの利用を想定する

と、受講状況の確認等を行うためには別途、個別でデータ入力等が必要となるため現実的

ではないと考えられる。 

そのため、基本的には、座学受講機能、演習受講機能と受講者管理機能を併せて使用す

ることが効果的と考えられるため、全般に利用いただくことを前提とする。 

 

科目のフォローアップ等のための独自教材の活用 

科目のフォローアップのための都道府県・研修実施機関独自の教材等をオンライン研修環

境の運用基盤上に載せることは可能である。それらの教材は参考資料の位置づけで都道府

県・研修実施機関ごとの受講者が閲覧できる。 

ただし、独自教材の活用にあたっては、各都道府県・研修実施機関において権利関係の

確認を得ていただくことを前提とする。 
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演習等の実施当日のスタッフ派遣／事前の研修・レクチャー等 

個別の演習等にスタッフの派遣は行わない。遠隔にて必要なサポートを提供できるよう、

以下のとおり、サポートデスクを設置して対応する。 
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2.2 法定研修の企画・運営における基本的な考え方 

2.2.1 基本的な考え方 

今回のオンライン研修環境はあくまで法定研修の実施方法の選択肢として提供するも

のであり、各地域における法定研修の実施方法に対して何らかの制約を与えるものではな

い。オンライン研修環境という新たな選択肢を踏まえて、法定研修のあり方について各地

域で検討することが必要である。 

なお、第 1 章に記載のとおり、介護支援専門員に求められる能力や専門性は法定研修だ

けで完成されるものではない。したがって、職能団体などが主導して法定外研修を組合せ、

地域でのレベルアップを図ることが期待される点は、従来の集合・対面形式を前提とした

研修の企画・運営と同様である。 

 

2.2.2 研修実施機関の役割 

研修実施機関の主な役割は、基本的には従来と同様だが、オンライン研修環境特有のト

ラブルを想定して受講者をフォローアップすることが求められる。生じやすいトラブルは

事前に洗い出しを行い、Q&A を作成して配布しておくといった方法で、受講者自身で解決

できるよう促すことが望ましい。それでも解決できない場合に備えて、オンライン研修環

境提供事業者（ベンダー）とも協力して当日の問合せ窓口を受講者にあらかじめ周知する

ことで、スムーズに受講できる環境を整える。 

受講者の通信環境や端末によっては円滑な受講が妨げられる場合がある。事前に接続テ

ストなどの場を用意して、懸念をあらかじめ解消するといった工夫も考えられる。 

 

2.3 オンライン研修環境での研修実施方法 

2.3.1 講義（座学）科目の実施方法 

講義（座学）科目については、オンライン研修環境において、科目ごとの標準資料（副

教材）を提供する。受講者はオンライン研修環境で講義（座学）を受講することができる。

科目ごとの標準資料（副教材）の構成は以下のとおり。 
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科目ごとの標準資料（副教材）の構成 

 

 

2.3.2 講義演習一体型科目の実施方法 

（基本的な考え方） 

講義演習一体型科目の演習部分の実施にあたっては、従前と同様に講義⇒グループワー

ク⇒総括・振り返りが可能になるよう、科目ごとの標準資料（副教材）に加え、Web 会議

の仕組みを活用した環境を提供する。 

講義部分、演習部分のいずれも原則オンライン研修環境の活用を推奨するが、都道府県・

研修実施機関が任意に実施方法を選択できる。科目の性質や修得目標等を考慮の上、都道

府県にとって適した方法を都道府県・研修実施機関で検討することが求められる。 

演習部分の内容や方法は各都道府県の状況（養成上の課題、受講者や講師・ファシリテ

ーターの人数等）に応じて設定されており、オンライン演習環境での実施時も従前どおり

都道府県ごとに設定できる。オンライン演習環境の利点を生かして、内容や方法をより双

方向的なものに見直す機会にもなると考えられる。 

なお、講義（座学）部分に利用する標準資料（副教材）の視聴時間数は、ガイドライン

の展開例の時間数に比しても長くなっている。そのため受講者の負担が大きいと考える科

目については、各都道府県・研修実施機関で、研修向上委員会の意見等も踏まえ、講義動

画の視聴の範囲と要否を判断しても差し支えない。 

また講義動画と同様に、確認テストの受講要否も各都道府県・研修実施機関で同様に判

断して差し支えない。 

  

科目の構成、目的、習得目標確認

修得目標の確認、課題、学習の要点の検討・整理

コンテンツ視聴 個人ワーク

講義

講義内容の振り返り、気づき・課題の整理

確認テスト

中間確認テスト

講義

講義内容の振り返り、気づき・課題の整理

講義全体の振り返り、気づき・課題の整理
※演習の場合は、演習に向けた流れ、演習での習得ポイントも明示

終了時間確認テスト
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講義演習一体型科目の「講義動画」と「確認テスト」の取扱い 

 

 

（推奨環境） 

オンライン研修環境における演習では、講師やファシリテーターだけでなく、受講者も

顔が見えるような環境で相互の意見交換を通じて学習を深めるため、画像を表示して円滑

にやり取りできるような受講環境が必要である。また、研修実施機関の運用方法によって

は、演習用の資料をオンライン研修環境で共有・提出したり、音声だけでなくチャット機

能を利用した意見交換を行ったりする場合もある。オンライン形式は、相互の表情を読み

取りにくく意見交換に工夫が必要だが、ファイル共有やチャット機能等を適切に活用すれ

ば集合・対面形式とは異なった集中したコミュニケーションが実現できる特徴もある。こ

うした特徴を生かすためにも、受講者の受講環境の整備も重要である。 

演習にはオンライン研修環境の支援ツールを活用するが、サービスによっては接続する

機器の種類によって機能に制約がある。機能の制約がなく、受講者の顔の表情を捉えやす

く、さらにチャット機能等を利用する際の文字入力が容易である点を考慮すると、カメラ

付きのデスクトップ PC、ノート PC を推奨する。そのため、タブレット、スマートフォン

等でも参加は可能だが、操作できる機能が限定される場合もあり、留意が必要である。 

なお、「5．受講者の心構え」にも示したように、法定研修は専門職として受講する研修

であることから、推奨環境は、都道府県や研修実施機関による情報提供に基づいて、受講

者が自ら整えることを基本とすべきである。 

  

講義動画

中間確認テスト

講義動画

終了確認テスト

演習

講義
部分

演習
部分

講義演習一体型科目の構成

+

取り扱い

• 現状、演習は各地域の状況（受講者の人数、
研修上の課題、講師・ファシリテーター数等）に応じ
て組み立てられている。

• 今後、オンライン研修環境でも、必要とする演習
時間にもとづき、具体的な実施方法や時間配分は
各地域の判断に委ねる。

• 受講者負担が大きいと考える科目は、各都道府県、
実施機関で講義動画の視聴範囲と視聴の要否を
判断しても差し支えない。

講義動画と同様に確認テストの受講要否も
各都道府県、実施機関判断で差し支えない
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PC とタブレット・スマートフォンでの機能の違い（例） 

※令和 2 年度事業で利用したオンライン研修環境における機器ごとの機能の比較 

 
 

2.4 修了評価及びフォローアップの実施方法 

（修了評価の目的と実施方法） 

修了評価に関しては、厚労省通知iにおいて「研修の実施に当たっては、各科目における

修得目標を達成しているかについて修了評価を実施する」と規定されている。修了評価の

基本的な考え方、位置づけ等については「介護支援専門員養成研修における修了評価に関

する指針」に取りまとめられており、同指針において修了評価の目的は以下のとおり整理

されている。 

 

 研修で新たに得る知識・技術の習熟度を確認すること 

 受講者が持つ知識・技術、考え方などを振り返り、専門職として自ら継続的に学ぼう

とする態度や姿勢を再認識すること 

 研修に参加する前の時点でどのような課題認識と学習目標を持っていたかを測ること 

 研修修了後に、実務においてその実践的な能力がどの程度向上したかを測ること 

 

こうした研修効果の測定にあたっては、専門職の職能の獲得に共通する考え方として、

専門職としての自立性・自律性に基づいて主体的に行うべきとの考え方を基本とする。つ

まり、専門職としての自覚を持って研修に臨む受講者を前提とすれば、自己評価・自己判

断をまずは尊重すべきである。 

                                                      
i 老発 0704 第 2 号：平成 26 年 7 月 4 日「介護支援専門員資質向上事業の実施について」別添 1 

利用シーン カメラ付き
デスクトップPC、ノートPC

タブレット端末、
スマートフォン

演習を進行しながら議論内容などの記録
を取りたい時

演習に参加しながらWordやExcelなどで記録
できる

演習に参加しながら記録を取ることは難しい

他の参加者が共有した画面した画面を見
たい時

ある程度の大きさの画面であれば問題なく見ら
れる

画面が小さい場合、共有されたファイルの中身
が見えない場合がある

演習参加者に電子ファイルを渡したい時 チャットを使ってファイル送信ができる ファイル送信ができない

演習参加者から電子ファイルを受け取りた
い時

チャットを使ってファイル受信ができる ファイル受信ができない

チャットに記載したメッセージを見返したい時 チャット開くといつでも閲覧できる 他のルームに移動するとチャットが消える

チャットに記載したメッセージを保管したい時 テキストファイル形式でダウンロードできる ダウンロードや保管はできない

他のブレークアウトルームや全体ルームへ移
動したい時

移動先ルームを選択して
移動できる

タブレット端末、スマートフォンのOSやソフトウェ
アのバーションにより、移動できない場合がある

全体ルームで参加者全体の顔をみたい時 全体の参加者の顔を１画面で確認できる １画面では数名しか表示されず、スクロールの
操作をして参加者の確認が必要となる

推奨
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一方で、基礎的な知識・技術の修得状況の確認など、研修効果の中でも一部分において

は、例えばテストの実施など客観的な評価手法を用いることも妥当である。 

実際、現在のカリキュラムへと改訂された以降の、研修実施機関における修了評価の実

施状況については、各研修の特性、都道府県の実情に合わせ、以下のようなさまざまな評

価方法を組合せて用いている状況にある。 

 

・ テスト、レポート、口頭試問 

・ 受講者間の相互評価 

・ 実技 

・ 講師・ファシリテーター等による評価（習熟度、受講姿勢、意欲等による総合的な評価） 

・ 研修記録シート 

 
（本オンライン研修環境の運用基盤で提供するツール） 

本オンライン研修環境の運用基盤では、科目ごとの「確認テスト」と「研修記録シート」

を提供する。「確認テスト」はあくまで受講状況確認のためのものであり、修了評価は従前

どおり、各都道府県・研修実施機関の判断によるものである。 

「確認テスト」と「研修記録シート」のオンライン研修環境での提供は、都道府県・実

施機関の従来の評価方法の変更を促すものではない。都道府県・実施機関は従来どおり各

研修の特性や地域の実情に合わせて、評価方法（テスト、レポート、口頭試問、受講者間

の相互評価、実技、講師・ファシリテーター等による評価等）を選択することが可能であ

る。 

なお、本オンライン研修環境の運用基盤で提供する「研修記録シート」の構成は、現行の

ガイドラインに掲載されている内容を踏まえたものである。 

 

（講義（座学）科目における「確認テスト」の取扱い） 

オンライン研修環境の座学科目では、e ラーニングによる受講者ごとの学習（自習）の

形式を採る。したがって、定められた内容をすべて確実に視聴したかどうかを確実に確認

することは難しく、受講者の受講姿勢と自主性に委ねざるを得ない。ただし、介護支援専

門員養成研修は法定研修であり、受講すべき時間数の標準も実施要綱で定められているこ

とから、視聴したかどうかの確認が必要不可欠である。 

そこで本オンライン研修環境では、科目ごとに「確認テスト」を設ける。これは受講者

の学習達成度を評価する「修了評価」と異なり、あくまでも設定された標準資料（副教材）

を視聴したかどうかの確認のために、オンライン研修環境だからこそ設定するものである。 

したがってこのテストは、所定時間の視聴が終わらない段階ではテストが実施できない

よう、科目ごとにコンテンツ視聴終了後に受講可能となっている。また、コンテンツを流

したまま視聴しない可能性への対応等のため、原則として科目受講の中間時と終了時に実
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施される設計としている。 

確認テストは科目ごとに 10 問程度で実施する（中間時、終了時それぞれ 5 問程度）。設

問は 10 問以上準備されており、受講者ごとにランダムに出題される。確認テストの結果が

満点でなければ再テストを受講してもらい、満点獲得（合格）までは次のコンテンツに進

むことはできない設計としている。 

なお、確認テストを視聴したかどうかを、標準資料（副教材）の最低限の内容の質問へ

の回答によって確認する方法としているため、オンライン研修環境で提供するコンテンツ

に沿った内容のみで構成し、適切に受講を行えば満点を問題なく取ることができる水準と

して作成している。不合格とすることが目的ではなく、内容の理解の確認が目的であるた

め、不合格の場合は、再度テキスト等を参照して自習してもらい、テストを再受講しても

らうような設計としている（一度テストを受けた科目は、動画ではなく、資料のみの閲覧

を可能とし、確認テストで不正解だった箇所のみを効率的に振り返り・確認しやすい設計

としている）。 

 

（演習（講義演習一体型科目）における「確認テスト」の取扱い） 

講義演習一体型科目における確認テストも、座学科目と同様に、科目ごとにコンテンツ

視聴終了後に受講可能とする。また、コンテンツを流したまま視聴しない可能性への対応

等のため、原則として科目受講の中間時と終了時に実施される設計としている。 

なお、令和 2 年度に導入したオンライン研修環境においては、座学科目は確認テストが

満点でなければ次のコンテンツに進めない設計としているが、講義演習一体型科目は具体

的な運用方法を都道府県・研修実施機関の判断に委ねている。 

 

2.5 研修資料及び受講者提出資料の取扱い 

科目ごとの標準資料（副教材）は著作権等の権利確認等を実施したものであり、原則と

して令和 3 年度以降も含めて無料で利用することが可能である。 

ただし、各都道府県・研修実施機関が独自に資料をオンライン上にアップする際は、該

当部分の権利関係の確認・調整を実施する必要がある。独自教材の取扱いに関する詳細は

「3. 研修向上委員会及び研修実施機関の実務（p26）」を参照いただきたい。 

演習では受講者提出資料を画面共有し、グループワーク等を実施することが想定される。

各都道府県・研修実施機関は個人情報のマスキング方法を検討して受講者に周知するなど、

集合・対面形式以上に個人情報等の取扱いについて十分配慮することが求められる。 

 

2.5.1 受講管理 

本事業では、受講管理を、ある課程の受講予定者のリスト等に基づいて、各受講者の各

科目の履修状況（e ラーニングにおいてはその履修状況、演習においては当該科目への参
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加状況）の把握、確認テストの実施状況、提出物の状況（事前課題、レポート等必要に応

じて設定されたもの）、研修記録シートの記入状況（事前、事後、3 か月後）等を、研修実

施機関の事務局あるいは必要と認められた講師、都道府県の担当者等との間で、適時共有・

確認することを指す。 

本事業で整備するオンライン研修環境では、都道府県及び研修実施機関には、それぞれ

に管理側のアクセス権限が付与され、受講者の受講履歴や確認テスト、研修記録シートの

記入状況等の確認、集計されたデータの閲覧ができる。なお、都道府県・研修実施機関が

閲覧できる画面や操作できる範囲は、個別に設定（例えば、事務局や講師やファシリテー

ターなどの役割に応じて、受講履歴の閲覧範囲の設定、研修記録シートへのフィードバッ

クコメントの登録可否の設定、質問回答ができる科目や受講者等の設定）を行うことが可

能である。 

受講履歴の管理等に係る項目については、既存の受講管理システム等との整合性を確保

し、データの連携をできるだけ容易とするように配慮を行っている。 

受講管理に関する詳細は「3. 研修向上委員会及び研修実施機関の実務（p26）」を参照い

ただきたい。 

 

2.5.2 出席・遅刻早退者等の対応 

講義（座学）科目では、各受講者のタイミングで受講可能であり遅刻は発生しない。通

信エラー等による途中離脱の場合は、離脱する前のチャプター（章）から再視聴する必要

がある。科目内でチャプター（章）分けすることで極力、一度視聴した分は再視聴を避け

られるようにしている。 

講義演習一体型科目の演習部分における遅刻は、原則として集合・対面形式と同様の扱

いとする。演習中に通信エラー等で離脱した場合は、離脱時間が一定以上の場合は都道府

県・研修実施機関において再受講の要否を判断する必要がある。また、修了不可と判断さ

れる場合の取扱いについても、各都道府県において、集合・対面形式と同様の考え方に準

拠して対応いただく必要がある。 

 

2.5.3 通信環境が整わない受講者等への対応 

本事業として受講者に PC やタブレット、通信インフラを貸与する等の対応は行わない。

法定研修であることから、原則として、推奨環境の整備は都道府県・研修実施機関の情報

提供等に基づき、受講者が自律的に実施することが必要である。 

ただし、やむを得ない事情がある場合の代替案として、講義については DVD を各都道府

県等に配布しているので必要に応じて活用いただきたい。演習については従前の集合・対

面形式となる。 
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2.6 法定外研修の企画・運営における基本的な考え方 

2.6.1 基本的な考え方 

今回提供するオンライン研修環境は法定研修に特化したものではなく、さまざまな研修

等へ活用できる汎用性のある共通プラットフォームである。例えば、法定外研修等に活用

することで、自己研鑽の推進という波及効果も期待できる。 

都道府県・研修実施機関・研修向上委員会が中心となり地域の職能団体と連携の上、本

プラットフォームを活用した研修のあり方を検討していくことが求められる。 

 

2.6.2 多職種協働研修への拡大 

法定外研修には、都道府県や職能団体が主催するものだけでなく、地域包括ケアにおけ

る多職種協働を推進するために保険者（市区町村）が開催するものもある。したがって、

波及効果を期待する観点に立てば、本事業のオンライン研修環境を保険者（市区町村）が

開催する研修事業でも活用することを見据えておくことが重要である。 
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3. 研修向上委員会及び研修実施機関の実務 

3.1 オンライン研修環境の特性を生かした PDCA の実行 

介護支援専門員向け研修については、PDCA サイクルを通じて継続的に研修内容の見直し

を図る仕組みが構築されている。その推進のため、研修向上委員会が設置されている。 

都道府県、都道府県における研修向上委員会、研修実施機関が連携しながら、PDCA を実

行する上で求められる主な実務は以下のとおりである。 

 

PDCA の実行に関する実務 

  

 

これらの実務自体は従前と同様だが、オンライン研修環境の以下の特徴を生かして、よ

り効率的に実施することが必要である。 

 

＜オンライン研修環境の特徴＞ 

・ 受講者への通知・連絡を即時に行うことができる。 

・ 受講状況をリアルタイムに確認できる。 

・ 研修記録シート等の集計・分析結果がデータ化され、現状把握が容易になり、研

修企画の改善に活用しやすくなる。 

・ 演習をオンラインで開催することにより柔軟な日程調整が可能になる。 

 

一方、演習の実施にあたっては以下のような点に留意が必要である。 

＜オンライン研修環境での演習実施における留意点＞ 

・ 接続状況や事前課題の確認など、オンライン化環境特有の事前準備が必要となる。 

・ 対面実施に比べると全体像が捉えにくく、進行手順の周知や時間管理、役割分担

等をより明確に行う必要がある。 

 

上記のような特性と留意点を踏まえながらオンライン研修環境を活用することで、実務

的な負担を軽減しつつ、より効率的かつ高度な PDCA を実現することが必要である。 

Plan（企画）
• 研修計画の作成
• 実施体制の構築
• 教材等の準備
• 講師・ファシリテーターの養成

Do（実施）
• 受講管理
• 研修の実施
• 受講者の課題把握と支援

Check（評価）
• 研修効果の測定（修了時・修

了後３か月時点での評価）
• 事業所や講師へのフィードバック

Action（改善）
• 改善点・課題点の検討
• 研修展開や教材等の見直し
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3.2 企画段階の実務 

3.2.1 研修計画の作成 

研修向上委員会、研修実施機関は、都道府県が提示する実施要綱やオンライン研修環境

の機能を前提としながら、各地域の介護支援専門員が実際に直面している問題を踏まえて

研修計画を作成する。 

具体的には、研修向上委員会及び研修実施機関は、これまでの研修にかかる改善点・課

題点を踏まえ、都道府県と協議しながら研修計画（目的、対象者、研修展開方法、講師、

修了評価方法など）を作成する。 

 

3.2.2 実施体制の構築 

研修向上委員会、研修実施機関は、オンライン研修環境下での研修の進め方と役割分担

について都道府県と協議を行う。特に、オンライン研修環境提供事業者との契約や、講師・

ファシリテーターの養成、副教材の整備、受講者や事業所に対する周知（オンラインで実

施すること、オンライン研修受講時の基本的なルールなど）といった環境整備は、都道府

県が中心となって進めることが求められる。 

 

3.3 教材等の整備 

3.3.1 オンライン教材等の特徴 

オンライン教材等には、以下のような特徴がある。 

・ 講義内容（参考資料含）の追加、改変がしやすい 

・ カラーの図表や映像による解説ができる 

・ 受講環境が整っていれば、いつでもどこでも視聴することができる 

・ 科目ごとに受講状況を把握できる 

・ 理解度に応じ、繰り返して視聴することができる 

 

これらの特徴を生かして、受講者が理解をより深められるよう、本オンライン研修環境の

運用基盤で提供する標準資料（副教材）や研修評価ツールをはじめ、必要に応じて都道府

県独自の教材等を整備することもできる。 

 

3.3.2 標準資料（副教材）と研修評価ツールの概要 

（対象とする研修課程及び科目） 

法定研修のうち、本事業では「介護支援専門員実務研修、「介護支援専門員更新研修（専

門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱ）」、「主任介護支援専門員更新研修」を対象とする。また、

対象課程の科目のうち、「講義のみの科目」及び「講義演習一体型科目」について、オンラ
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イン研修環境を提供する。 

 

（科目ごとのコンテンツ） 

対象の科目ごとに、以下のコンテンツを提供する。 

・ 標準資料（副教材） 

・ 研修記録シート及び理解度確認テスト 

これらのコンテンツを用いることで、「講義のみの科目」及び「講義演習一体型科目」の

講義部分の受講と、研修記録シートの使用及び理解度確認テストをオンライン上で実施で

きる。 

 

3.3.3 標準資料（副教材）の特徴 

（ガイドラインに準拠した構成） 

標準資料（副教材）は、パワーポイント形式の資料にナレーションを付与したものであ

り、その構成は各研修課程のガイドラインに準拠している。 

 

科目ごとの標準資料（副教材）の構成 

 

 

（参照したテキスト及び権利関係） 

資料の内容は、原則として標準的なテキスト（長寿社会開発センター、日本介護支援専

門員協会発行テキスト等）を参照している。 

著作権等の権利確認を実施しており、無償で利用できる。 

科目の構成、目的、習得目標確認

修得目標の確認、課題、学習の要点の検討・整理

コンテンツ視聴 個人ワーク

講義

講義内容の振り返り、気づき・課題の整理

確認テスト

中間確認テスト

講義

講義内容の振り返り、気づき・課題の整理

講義全体の振り返り、気づき・課題の整理
※演習の場合は、演習に向けた流れ、演習での習得ポイントも明示

終了時間確認テスト
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（オンライン研修環境を踏まえた自主的な予復習等を考慮した時間数） 

オンライン環境のため、総時間数がガイドラインで規定する時間に達していなくても、

必要な内容を習得できることを前提とし、ガイドラインにおける時間数 60 分に相当する

分量を、以下の理由から概ね 45 分程度としている。 

 

＜自主的な予復習等を考慮した時間数設定の考え方＞ 

・ 集合・対面形式の研修展開で含まれている「導入・アイスブレーク」や「ミニワ

ーク実施」、「振り返り」等に相当する時間を、自主的な予習・復習等に充てる時

間として考慮すること 

・ コンテンツの視聴に加え、科目ごとの修了評価（チェックテスト、研修記録シー

トの記入）にも一定の時間が必要であること 

・ 科目ごとに修了評価を実施することで、習得目標の達成と理解促進については時

間以外の方法で把握することが可能であること 

 

（標準資料（副教材）の活用の考え方） 

オンライン研修環境で提供する標準資料（副教材）は、本研修が法定研修であること、

内容の平準化を図る必要性があること等を踏まえ、ガイドラインに沿って必要事項を踏ま

えた共通的な資料として作成している。そのため、講義のみの科目では当該資料を活用す

ることを前提とする。 

講義演習一体型科目については、そのうちの講義部分について標準資料（副教材）を提

供するが、講師による対応を可能とする運用も想定しており、当該資料を使用することは

必須とはしない。 

 

3.3.4 都道府県独自のオンライン教材等の整備 

（都道府県独自のオンライン教材等の整備に関する考え方） 

各都道府県・研修実施機関が保有する資料を本オンライン研修環境の運用基盤上にアップ

ロードすることは可能である。例えば、標準資料（副教材）の補足として閲覧できる参考

資料を追加するといった方法が考えられる。 

ただし、標準資料（副教材）と同等のオンライン教材にするには、各都道府県・研修実

施機関において「オンラインコンテンツ化」の作業が必要である。オンラインコンテンツ

化の作業を行わない場合、ナレーション付きの視聴可能なコンテンツとして提供すること

はできない。 

講義演習一体型科目の講義部分については、講師による対応を可能とする運用も想定し

ており、都道府県・研修実施機関ごとに個別の資料を使用することは可能である。 

各都道府県・研修実施機関が独自の教材等を用いる際は、厚生労働省への情報提供を前

提とし、今後のオンライン教材等の改善に活用する可能性がある。前述の『「オンラインコ

ンテンツ化」の作業』の具体的な方法を含め、独自の教材等を用いる際の取扱いについて
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は、令和３年度以降に「介護支援専門員研修オンライン化等運用事業」にて検討する予定

である。 

 

（都道府県独自のオンライン教材等の制作方法） 

令和 2 年度事業では、多くの都道府県で利用されているテキストを踏まえ、標準資料（副

教材）を制作した。一方、地域によってはこれまでにも独自のテキストを作成して利用し

ている例もある。また、今後、例えば地域資源についてより具体的な解説が有効な科目な

どで、都道府県の独自性や特徴を反映したオンライン教材等を制作し、利用したい意向が

出る場合もあると考えられる。 

こうした背景を踏まえ、オンライン研修環境では、今後、地域が独自に制作するオンラ

イン教材等も活用できるような仕様とすることを想定している。その際、オンライン研修

環境で利用するオンライン教材等の制作の流れは以下のとおりとなる予定である。 

① ガイドラインに沿った研修展開及び資料構成の検討 

 ガイドラインに準拠することが基本となるため、地域独自にオンライン教材等を制

作する場合、まずは、ガイドラインに沿って研修展開と資料構成を検討する。 

② 準拠するテキスト等からの引用 

 標準資料（副教材）の制作において、研修内容のうち主要な内容については、ガイ

ドラインに準拠したテキスト等から、内容を引用する場合もある。この場合、著作権

法に基づいた著作権への対応が必要不可欠である（著作権者への許諾の取得が基本。

ただし、引用等の著作権法に定められた範囲内であればその限りではない。この場合

も引用出典を明記する等のルールに従った対応は当然必要である）。なお、オンライン

研修環境で使用する教材に関する著作権の取扱いルールは、集合・対面形式で用いる

副教材におけるそれと異なる場合があることに留意する。詳細は本手引きの「3.3.5 著

作権の取扱い（p32）」を参照いただきたい。 

 また、オンライン教材等で事例を取り上げる場合は、言うまでもなく個人情報保護

にも配慮が必要である。個人が写っている写真の利用についても肖像権及びプライバ

シー保護の観点からどうしても必要な場合を除き、必ず秘匿化処理を行う。 

③ 文章記述の加筆、図表化等による仕上げ 

 ①で検討した骨子と②の引用材料等を踏まえ、文章記述を加筆したり、一部を図表

化して分かりやすくしたりするなどの仕上げを行う。なお、著作権法に基づく「引用」

では、引用部分が「従」であることが前提になっていることに留意する。 

④ 読み上げ原稿の作成、ナレーションの収録 

 令和 2 年度に制作した標準資料（副教材）と同じように、ナレーション入りの視聴

教材としてオンライン教材等を作成する場合は、③までに作成したオンライン教材等

に基づいてナレーション原稿（読み上げ原稿）の作成とナレーションの収録を行う。

どの程度のナレーションのスピードが理解しやすいかは受講者一人ひとり異なるが、
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一般的に、誰にも分かりやすく伝えるためには、1 分間に 300 文字程度のややゆっく

りしたスピードが良いとされる。 

 科目の標準時間数に合ったオンライン教材等とするには、このスピードを目安に、

ナレーション原稿（読み上げ原稿）の文字数を調整すると良い。 

 

（オンライン教材等の制作における工夫） 

資料構成としては、受講中に個人ワークの形で課題を提示して、受講者が振り返り、考

え、整理する時間を設けることが、学習効果を高める観点から有効である。 

令和 2 年度に制作した標準資料（副教材）では、下図の赤枠に示すとおり、習得目標等

の確認や講義内容の振り返り等を促す個人ワークを数回取り入れる構成となっている。 

 

標準資料（副教材）における個人ワーク（赤枠）の位置づけ 
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3.3.5 著作権の取扱い 

各都道府県・研修実施機関がオンライン教材等を制作することは、著作権のうち、公衆

送信権（無断で公衆に送信されない権利）に該当するため、その取扱いについて十分に留

意し、権利許諾等の確認を個別に実施する必要がある。 

研修実施機関や講師等においては、オンライン研修環境で用いるオンライン教材等につ

いて、著作権法において集合・対面形式とは異なる取扱いとなっている点に十分留意する

必要がある。 

 

他人の著作物を「利用」する方法と許諾願い 

他人の著作物を「利用」する場合は、以下の手順で許諾の要否を確認する。 

出典：文化庁 HP（令和 3 年 2 月 1 日時点） 

（https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/riyohoho.html） 

 

著作物の許諾等を得る場合は、口頭であっても差し支えないが、後から問題が生じない

ように、できるだけ利用方法を詳しく説明した上で、文書で、その利用の仕方、許諾の範

囲、使用料の額の支払い方法などを確認しておく必要がある。 

以下に許諾願いの文案を示すので、許諾等を得る際の参考にされたい。ただし、許諾先

（出版社等）によって申請の様式、方法を指定している場合もあるため、直接連絡して確

認することが望ましい。 
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著作物利用許諾願い（例）  

（著作者 あて） 

 

令和○年 ○月○日 

○○○○○○  

 ○○○○ 様 

○○○○○ 

著作物利用許諾願い 

 

○○○○では、〇〇県から委託を受け、介護支援専門員○○研修を実施していま

す。この研修では、当○○○○が運営するウェブサイトから、研修受講者に向けて講

座の動画として配信しています。 

この度、講座のスライドに、下記著作物を使用することについて許諾をいただきた

くお願い申し上げます。ご検討の上、署名捺印のうえ、○月○日までにご回答いただ

きますようお願い致します。なお、一部は控えとしてお手元に保管いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

記 

＜ 使用著作物 ＞ 

著作物名：「○○○○」○頁 図１ ○○○○ 

著作者名： ○○○○ 

 

＜ 講義 ＞ 

講義日時：令和〇年 ○月 ○日～令和〇年 〇月 〇日 

講義名： ○○○○○○○ 

講義者名： ○○○○ 

 

＜送信方法＞ 

講義受講者に限定して、送信します。 

 

＜使用状況＞ 

別紙参照（使用するスライドコピーを添付） 

------------------------------------------------------------------------

---- 

 

以上、著作物の使用について許諾 

  □ 許諾します    □ 許諾しません  □ 条件付きで許諾します 

    条件（                             ） 

 

 

ご所属             お名前                 

  ご連絡先                            年    月   日 
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（出版社 あて）  

 

令和○年 ○月○日 

○○○○○○  

 著作権ご担当 御中 

○○○○○ 

著作物利用許諾願い 

 

○○○○では、〇〇県から委託を受け、介護支援専門員○○研修を実施していま

す。この研修では、当○○○〇〇が運営するウェブサイトから、研修受講者に向けて

講座の動画として配信しています。 

この度、講座のスライドに、下記著作物を使用することについて許諾をいただきた

くお願い申し上げます。なお、使用にあたっては著者に了解を得たうえで出典を明記

致します。ご検討の上、ご回答いただきますようお願い致します。なお、一部は控え

としてお手元に保管いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

＜ 使用著作物 ＞ 

著作物名：「○○○○」○頁 図１ ○○○○ 

著作者名： ○○○○ 

 

＜ 講義 ＞ 

講義日時：令和〇年 ○月 ○日～令和〇年 〇月 〇日 

講義名： ○○○○○○○ 

講義者名： ○○ ○○ 

 

＜送信方法＞ 

講義受講者に限定して、送信します。 

 

＜使用状況＞ 

別紙参照（使用するスライド コピーを添付） 

------------------------------------------------------------------------

---- 

 

以上、著作物の使用について許諾 

  □ 許諾します    □ 許諾しません  □ 条件付きで許諾します 

    条件（                            ） 

 

 

ご所属             お名前                 

  ご連絡先                             年    月   日 
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「許諾」を得なくてよい場合 

著作権法では、一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して、著作権者に許諾をえる

ことなく利用できることを定めている（著作権法第 30 条～第 47 条の８）。 

著作権者等の利益を不当に害さないように、それぞれに条件が厳密に定められているた

め注意が必要である。 

著作物が自由に使える場合（※それぞれ、法で条件等が定められている） 

①私的利用のための複製 

②教育関係 

③「図書館・美術館・博物館等」関係 

④「福祉」関係 

⑤「報道」関係等 

⑥「立法」「司法」「行政」関係 

⑦「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「上映」「口述」「貸与」等関係 

⑧「引用」「転載」関係 

⑨「美術品」「写真」「建築」関係 

⑩「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限」関係 
 

「引用」について 

上述⑧「引用」（著作権法第 32 条）について、著作権法第 32 条の「引用」については、

文化庁のホームページで次のように説明されている。 

引用（第 32 条） 

[1]公正な慣行に合致すること，引用の目的上，正当な範囲内で行われることを

条件とし，自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同

様の目的であれば，翻訳もできる。（注 5）[2]国等が行政の PR のために発行

した資料等は，説明の材料として新聞，雑誌等に転載することができる。ただ

し，転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。 

 

（注 5）引用における注意事項 

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合，すなわち引用を行う場合，一

般的には，以下の事項に注意しなければなりません。 

（1）他人の著作物を引用する必然性があること。 

（2）かぎ括弧をつけるなど，自分の著作物と引用部分とが区別されていること。 

（3）自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること（自分の著

作物が主体）。 

（4）出所の明示がなされていること。（第 48 条） 

（参照：最判昭和 55 年 3 月 28 日 ｢パロディー事件｣） 

 

出典：文化庁 HP（令和 3 年 2 月 1 日時点） 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubut

su_jiyu.html 
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引用を行う際には、以下の例も参考にしながら出所を適切に明示するよう留意する。 

●出所の明示（例）本文中 

1.1.1  

●●●●●●● 

文書□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□」１）□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
出典：１）日本太郎（2020）『書名△△△△△△』〇〇出版社.245 頁 

※引用部分を明確にし、著者名、発行年、図書名、発行所名、頁を表示する。 
●出所の明示（例）図表 

 

●●●●●●● 

                図１ 〇〇〇〇〇〇 

文書□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 
  出典：日本太郎（2020）『書名△△△△△△△』〇〇出版社.245 頁 

※引用部分を明確にし、著者名、発行年、図書名、発行所名、頁を表示する。 

●出所の明示（例）ウェブサイトから 

 
●●●●●●● 
                図１ 〇〇〇〇〇〇 
文書□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□ 

  出典：「○○動向調査」（厚生労働省）（該当ページの URL）（○年○月○日に利用） 
※ウェブサイトで公開している情報に関しては、その利用規約・リンク・著作権等に関

して定められている場合があるため、利用にあたっては、それらを確認して対応する。 
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3.4 講師・ファシリテーターの養成 

講師やファシリテーターは、従来の研修で求められるスキルやノウハウに加えて、オン

ライン研修環境での研修に必要な予備知識を身につけておくことが求められる。そこで都

道府県、研修向上委員会、研修実施機関が連携して、オンライン研修に対応できる講師や

ファシリテーターの養成を行う。 

必要な予備知識としては、使用するソフトウェアの基本的な操作方法に加え、オンライ

ン研修環境で留意すべきコミュニケーションの取り方やファシリテーションの工夫など

が挙げられる。なお、「14.講師・ファシリテーター向けガイド」では、令和 2 年事業にお

ける試行実証を通じて明らかになった工夫や留意点を示している。 

講師やファシリテーターが基本的な操作やコミュニケーションに慣れて、徐々に受講者

に基本的な操作方法等を浸透させることがオンライン研修を円滑に行うポイントである。

そのためには、マニュアル等を整備するとともに、講師やファシリテーター同士で実際に

オンライン研修環境での研修を試してみる機会を設けることが効果的である。 
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3.5 実施段階の実務 

研修実施機関が実施段階で行う実務は、大きく「受講管理」「研修の実施」「受講者の課

題把握と支援」に分けられる。これら 3 つの実務について、それぞれ受講者の「申込時」、

「受講時」、「修了時」に実施すべき具体的な事項を整理することができる。 

これら実務の全体像及び、本事業でオンライン化の対象範囲とした具体的な事項を整理

すると以下のとおりである。 

 

研修実施段階の実務の全体像（赤枠はオンライン化の範囲） 

 

 

 

3.5.1 受講管理 

オンライン研修の実施にあたっては、都道府県・研修実施機関は受講希望者からの申込

を受け付け、受講者を決定後、修了に至るまで受講管理を行う。受講管理には、受講環境

の提供や受講状況の確認・管理等が含まれる。 

「申込時」「受講時」「修了時」のそれぞれの段階で実施すべき具体的な内容は以下に示

すとおりである。 

 

（申込時） 

研修申込受付は、オンライン化の範囲外であり、従来と同様の方法で行う。 

受講者決定後、ログイン ID・パスワードの発行や、テキストの送付を行う。なお、テキ

ストの送付はオンライン化の範囲外であり、従来と同様の方法で行う。 

 

申込時

研修申込受付 ID・パスワード発行、
テキスト送付

• 研修申込受付（申込
書、HP等）

• 受講者の決定、受講
者への通知、受講料
の入金確認

• 受講者情報および受講
可能な学習コースの登
録・設定

• ログインID、パスワード
の発行

• テキストの送付

受講時

受
講
管
理

研
修
の
実
施

受
講
者
の
課
題

把
握
と
支
援

座学のみ科目 講義・演習
一体型科目

• 受講状況の確認・管理
（都道府県別、受講者
別、科目別）

• 学習スケジュールの作成・
周知

• 受講者情報の変更管理

• 演習日時の設定・周知
• 演習の出欠管理
• 事前課題の確認
• 演習参加状況の確認

• 演習の実施
• 演習の評価、受講者へ

のフィードバック

• 確認テスト作成
• 地域独自教材等の登録

• 事前の接続確認
• 演習当日の問合せ対

応
• 研修記録シートの確認

修了時

修了 修了証
発行

資格
申請

• 修了テス
ト作成・
採点

• 修了証
発行

• 各都道府
県の所定
の手続き
を実施

• アンケー
ト作成・
回収

• 研修記
録シート
の確認

• 受講者からの質問受付、
回答

• 確認テストや研修記録
シートの確認、フィード
バック
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（受講時） 

オンライン化への移行によって、従来必要だった会場確保や当日の会場運営などの業務

は基本的には不要になる。代わりに、受講者の受講状況を確認し、受講が未了の場合に受

講を促すことが研修実施機関の重要な役割の一つになる。各コンテンツの受講期限を設定

し、推奨する学習スケジュールとして受講者に周知するといった働きかけを行う。 

受講時に受講管理として実施すべき具体的な事項は、科目の特徴によって異なるため、

以下に科目の種類別に実施すべき事項や留意点を整理して示す。 

 

講義（座学）のみ科目、講義演習一体型科目の講義部分 

e ラーニング形式の科目については、受講者が各自任意の日時に受講するため、研修実

施機関は、当該科目のアクセス方法を案内した上で、いつまでに受講完了すべきか（履修

すべき期間）を明確にして受講者に周知する。 

特に、講義（座学）・演習一体型の科目における講義（座学）部分を学ぶ科目の場合、演

習が実施される前に講義（座学）の履修を終えている必要があることから、演習実施スケ

ジュールを勘案して期間を設定する。 

なお、受講者の事情によりやむを得ずオンライン形式以外の方法で研修を実施する場合

も、この期間の中で実施するよう調整する。 

 

講義演習一体型科目の演習部分 

受講者が同時にオンライン研修環境にアクセスして受講する演習部分の場合、事前に開

講する日時を設定して通知するとともに、演習が円滑に進むよう、演習日より前に「接続

テスト」を実施するなどの工夫を行う。 

受講者数が多い地域においては、演習を複数回設定することも考えられる。この場合、

受講者がそれぞれ自分はどの回にアクセスすれば良いか迷うことが無いよう、受講管理も

利用して整理して伝達する。 

演習の受講時には、研修実施機関はアクセスした受講者を確認し、出席確認とする。こ

のとき、研修実施機関の事務局において確認がしやすいよう、例えば Zoom の参加者名の表

示に受講者番号を付すなど、管理しやすい方法を伝達することも有効である。 

なお、受講者の受講環境（通信環境や端末の機能）によって受講が中断してしまう場合

がある。どの程度の中断であれば受講したとみなすのか、中断理由に目安を設けるかなど

修了に関する判断基準をあらかじめ検討しておくことが望ましい。 

 

（修了時） 

科目の修了時には、事後に提出すべきものとその期限を明確にし、受講者に伝達する。

ここでいう事後の提出物には、修了評価に用いる研修記録シートに加え、講義（座学）科

目における確認テスト、演習科目等で必要に応じて都道府県や研修実施機関ごとに設定さ
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れるレポート等が含まれる。 

各課程で定められた全科目を、各受講者が受講完了したかどうかを確認し、修了を決定

する。なお、オンライン研修環境の運用基盤上で一覧して確認するために、研修実施機関は、

集合・対面形式で実施された科目あるいは必要上やむを得ずオンライン研修環境ではない

形式で受講した受講者の受講履歴をオンライン研修環境の運用基盤に登録する。 

また、必要な科目をすべて履修完了していなかったり、受講態度の観点から修了とする

には難しいと考えられたりする受講者については、受講管理のデータを利用して、研修実

施機関と都道府県等との協議に基づいて、修了と認めるかどうかの判断を行う。 

 

3.5.2 研修の実施 

オンライン研修環境における研修の実施段階で研修実施機関が行うべき実務は、標準資

料（副教材）を用いて受講者が自習する講義（座学）と、決められた日時に講師・ファシ

リテーターと受講者がオンライン研修環境に参加して開催される演習で異なる。 

 

（受講時（講義（座学））） 

研修実施機関は、確認テストを作成し、オンライン研修環境に登録する。また都道府県

独自教材等を用いる場合も併せて登録する。 

研修実施機関は受講者に対し、講義（座学）課目を履修すべき期間を伝え、その期間中

に受講が進んでいるかどうか（標準資料（副教材）の視聴が終了しているか、確認テスト

が回答されているか）を適宜確認する。 

特に、講義演習一体型科目であって、演習の受講の前に講義（座学）部分を完了させる

こととして運用する場合は、演習の開催日前（例えば一週間前など）までに履修状況を確

認して、未修了者には電子メール等により受講を督促するなどの対応を行う。 

なお、履修が進まない受講者については、後述する「11.3．受講者の課題把握と支援」

に整理した実施事項も踏まえ、接続トラブルや質問への対応を行う。 

 

（受講時（演習）） 

演習では、講師やファシリテーターが中心となって研修を展開するため、研修実施機関

が実施すべき事項は、主に研修が始まるまでと終了後のフォローとなる。具体的には、受

講者の出欠確認、講義の進行管理（開始終了、途中休憩時間等の管理）、終了後の提出物の

連絡・周知である。 

これに加え、接続トラブルや質問への対応として後述する「11.3．受講者の課題把握と

支援」に整理した事項を適宜実施する。 
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3.6 受講者の課題把握と支援 

（受講時） 

研修環境がオンライン化することにより、集合・対面形式と比較して受講者の出席状況

や講義の受講態度の把握が難しくなる一方、講義（座学）科目の受講の進捗（標準資料（副

教材）の視聴状況、確認テストの実施状況）を受講者ごとに個別的具体的に把握できる利

点がある。また、修了評価についても研修記録シートをオンラインで提出可能となること

から、提出状況の確認や内容の確認、受講者全体の評価結果の集計などを効率的に実施で

きる。 

さらに、受講者からの質問応答についても、集合・対面形式では質問対応できる時間が

限られる（特に受講者数が多い科目や都道府県で顕著になる）のに対し、オンライン研修

環境では、チャット機能等を活用して、より柔軟に質問に対応することが可能になる。加

えて、他の受講者から出た質問も全体に共有することの合意が取れるのであれば、他の受

講者の質問とその回答も閲覧することができ、学習効果の向上が想定される。 

このようなオンライン研修環境の特徴を生かし、研修実施機関は講師等と連携して受講

管理を実施する。具体的には以下に示す事項に対応できる体制を整えることが求められる。 

 

①受講者からの質問受付、回答 

講師に質問できる環境を整えて、受講中に生じた疑問点を解消できるようにする。具体

的には、をオンライン研修環境の運用基盤上で質問を投稿できる機能を設定しておき、投稿

された質問に対して適宜講師からフィードバックをする環境を整える。質問とその回答に

ついては、事前に合意を得た上で、すべての受講者に共有することも有効である。これに

より、他の質問とその回答をきっかけに理解が深まる効果が想定される。 

このような環境の整備・運用を通じて、受講者の主体的な学びを促進する。 

 

②確認テストや研修記録シートの確認、フィードバック 

確認テスト結果を受講者平均などと比較・分析することで、受講者個人の知識の理解度

が明らかになる。結果を踏まえて、知識の理解が浅い分野の復習やさらなる学びを促す教

材の紹介といったフィードバックを行い、苦手分野の克服や専門性の深化を促す。 

 

③事前の接続確認 

オンライン研修環境の利用が定着するまでは、移行期間として受講者による受講環境の

整備を支援する必要がある。基本的な操作方法や Q&A を取りまとめた資料を事前に配布す

るほか、演習の前日までに接続確認の機会を設けることが有効である。 

 

④接続環境の整備のサポート 
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受講環境を整える事ができない受講者に対する対応として、機材貸出あるいはオンライ

ン研修環境に接続できる環境の提供（例：研修実施機関の研修室にオンライン研修環境へ

の接続用の PC・ヘッドセット等の環境を整備し受講者が利用できるようにする）なども検

討の余地がある。ただし、いずれも過渡期における受講環境整備の支援であって、専門職

として継続的な自己研鑽のために受講する研修である以上、個人がこれらの環境を自ら整

えるのが基本である。 

 

⑤演習当日の問合せ対応 

演習当日はトラブル時にオンライン研修環境を提供するオンライン研修環境提供事業

者（ベンダー）と協力して対応できるよう体制を整える。また問合せ窓口を設け、受講者

に事前に周知しておき、受講者がスムーズに受講できるよう支援する。 

 

（修了時） 

受講者に対して必要に応じてアンケートを行い、研修の内容や方法、講師・ファシリテ

ーターの関わりなどについて良かった点や改善してほしい点を回答してもらい、今後の研

修企画の改善に活用する。また、必要に応じて研修記録シートを確認し、受講者の理解度

や課題について把握する。 

 

3.7 評価段階の実務 

研修実施機関は、都道府県と連携して「介護支援専門員養成研修における修了評価に関

する指針」を踏まえ修了評価を実施する。修了評価の方法のうち、研修記録シートはオン

ライン研修環境で入力・提出可能としているため、研修実施機関等は入力された結果を効

率的に確認・集計することができる。 

一方、令和 2 年度に整備したオンライン研修環境では、修了証の発行等、修了評価段階

において実施する事項のいくつかはオンライン研修環境の運用基盤の機能として実装され

ていない(修了証発行以降の介護支援専門員証の申請手続きは従来どおり。また、修了証再

発行申請の手続き、再発行手数料の支払い等も従来どおり。)ため、オンライン研修環境を

利用して各受講者の受講状況を確認した上で、都道府県と研修実施機関が連携して修了の

確認と修了証の発行に向けた事務を行う。 

 

3.8 改善段階の実務 

受講者から提出された研修記録シート、講義（座学）科目で標準資料（副教材）の履修

状況の確認のために実施される確認テスト、研修実施機関等が独自に実施する受講者アン

ケートの結果などを集計し、都道府県、研修実施機関、研修向上委員会で共有し、研修を

総括する。その上で、研修内容・教材等・実施方法や、講師・ファシリテーターの関わり
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方など、今後の研修企画の改善につなげる。 

なお、研修環境のオンライン化により、研修記録シートや確認テストの入力結果や、各

受講者の履修の進捗状況などがデータで把握されるため、実態の把握や集計分析を迅速に

実施することができる。これまでは、入力集計分析にかかるコストが大きいために活用が

進んでいなかったこれらのデータを活用することで、研修企画の見直しに活用できる。 

なお、オンライン研修環境を活用すれば、研修開講中の途中での集計分析、受講者一人

ひとりの課題の分析、それに基づく改善も可能であり、将来的には、研修の評価・検証サ

イクルの迅速化や、受講者一人ひとりに合わせた研修展開の工夫などを考慮した研修の

PDCA の推進が想定される。 

 

①研修内容・教材等・実施方法の改善 

受講者から提出された研修記録シート、講義（座学）科目で標準資料（副教材）の履修

状況の確認のために実施される確認テスト、研修実施機関期間等が独自に実施する受講者

アンケートの結果などの分析結果を踏まえて講義や演習の内容・方法、教材等を見直す。 

 

②講師・ファシリテーターの関わり方の改善 

上述の研修記録シート等の分析結果を踏まえ、受講者の理解が十分でない点を講師・フ

ァシリテーターに共有し、今後の研修展開を考える際に活用してもらう。 

特に演習では、講師・ファシリテーターの力量が受講者の学びの深さや研修受講の満足

感に深く関わるため、講師・ファシリテーターの育成は重要なテーマである。アンケート

結果などを踏まえて、講師・ファシリテーターの教育・啓発に活用する。 
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3.9 講師・ファシリテーター向けガイド 

3.9.1 オンライン研修環境を用いた演習（グループワーク）の特徴 

オンライン研修の中でも、特に演習（グループワーク）は双方向のコミュニケーション

が発生するものであり、従来の集合・対面形式との違いを感じやすい。そこで、以下では

演習（グループワーク）に着目し、オンライン研修環境を用いる場合の特徴や、実施にあ

たって講師やファシリテーター等に求められる役割を示す。 

 

（対面・オンラインを問わず、演習を行う上で重要なこと） 

演習は学習課題を設定し、それを模擬的に実践したり、受講者間で意見交換を行ったり

することを通じて、知識の理解促進や技術の修得を促す。したがって、演習を行う上では

対面・オンラインを問わず、講師・ファシリテーターや受講者が以下の点を意識すること

が必要である。 

 

① ねらいとゴールの共有 

 限られた時間内で学習の効果を高めるため、演習を通じて修得を目指す知識・

技術や到達レベルを明確にし、受講者に共有する。 

② 役割分担の明確化 

 演習の実施にあたっては議論の進行、記録、時間管理などさまざまな役割が必

要であり、各自がそれに基づいて行動・発言する。 

③ 議論への積極的な参画姿勢 

 議論は意見出し、構造化、論点整理、合意といった場面から成る。いずれの場面

においても、受講者自身が積極的に参加することが重要である。 

 

（オンラインコミュニケーションの特徴） 

オンライン研修環境でのコミュニケーションについて、対面と大きく異なるのは以下の

点である。 

 

メリット 

・ 移動時間にとらわれず参加できる。 

・ 一人ずつ表示され、順番に発言するため、対等な関係を作りやすい。 

・ 記録を画面上で共有しながら議論できる。 

・ さまざまな資料・動画を共有しやすい。 

 

デメリット 

・ 検討テーマや時間進行などの全体像を捉えにくい。 
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・ 発言が被りやすかったり、会話の間が空いたりする。 

・ 付箋や模造紙が使えないため、議論の構造化は別の方法で行う必要がある。 

 

メリットについては、受講者が基本的な操作方法を習熟することで、より大きな効果を

得ることができる。デメリットに対処するには、進行手順を事前に定めるとともに、各参

加者の発言を促したり整理したりすることが、対面以上に求められる。 

 

（オンラインでの演習の進め方） 

オンラインでの演習の際は、オンラインコミュニケーションの特徴を踏まえ、以下のよ

うな事項に留意して、事前準備や当日の進行を行うと良い。 

 

①明確で柔軟な進行 

グループを複数設定する場合、全体ルームとグループワーク用の個別ルーム（Zoom では

「ブレイクアウトルーム」と呼ばれる。）間の移動が発生する。開催側（講師や事務局）や

受講者は同一会場にいないことから、開催側が各グループの様子を見渡して一度に状況を

把握することは難しい。 

そのため、「どのルーム」で、「誰が進行（講師、事務局、ファシリテーター等）」しなが

ら、「参加者は何をする（聴講、発言、資料共有等）」といった点を明確にして、進行表（実

施内容や所要時間）をあらかじめ作成することが望ましい。ルーム間の移動や通信エラー

等に起因するタイムラグを織り込んで、ゆとりのある時間割を組み、状況に応じて見直す

と良い。 

演習中は、進み具合に応じて時間配分等を柔軟に見直す。また進行を担う人（講師やフ

ァシリテーター）の通信エラー等に備え、補佐役を決めておくのも良い。講師・ファシリ

テーターや事務局は全体の状況把握や時間管理を行うために、グループ間を移動する機能

や、全体にメッセージを送る機能を適宜活用すると良い。 

 

進行表（イメージ） 

 

時間 内容 進行 ルーム
9:00～9:20
（20分） 接続確認、進め方の説明 事務局

メインルーム
9:20～9:40
（20分） 講義（参加者は聴講） 講師

9:40～10:10
（30分） グループワーク①（持ち込み事例の検討） 各グループの

ファシリテーター
ブレイクアウト

ルーム
10:10～10:25
（15分） 全体共有（書記から議論を共有） 講師 メインルーム

・・・
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②臨機応変な情報共有 

対面と比べてオンラインの場合、聞き手の反応を見ながら話し手が補足資料を適宜判断

し、その場で画面共有することで提示しやすい。 

各受講者は演習で用いる資料を紙媒体で手元に用意するとともに、電子媒体でも閲覧・

表示できるようにすると、資料の確認や共有を円滑にできる。 

また、グループワークの議論の過程は、対面の場合は付箋や模造紙を活用して記録し、

全体発表の際にもそれを提示することが多い。一方、オンラインの場合、各グループでワ

ードやパワーポイント等を利用して記録を作成し、グループの全員がそれを見ながら議論

を深めていく。全体発表の際も、画面共有機能を用いて全体に共有する。 

 

③双方向コミュニケーションの活性化 

オンライン研修環境には、双方向コミュニケーションを促すさまざまな機能が付与され

ている。例えばチャットを用いて質問・発言を促す、投票やアンケートツールを利用する、

「拍手」や「いいね」といった反応をするなどが挙げられ、受講者に対して積極的に活用

を促すと良い。あるいはミュート（マイクオフ）時にジェスチャーで反応するなど機能を

用いない方法もある。 

 

3.9.2 講師・ファシリテーター等に求められる役割 

グループワークを行う際は、講師やファシリテーターに加えて、司会、アドバイザー（副

講師）、書記、発表者といった役割が必要である。これらの役割は、一人が兼務する／それ

ぞれ別の人が担う、あるいは受講者が担う／開催側が担うなど、都道府県の状況に応じて

さまざまな実施方法が考えられる。オンラインでの演習の場合、受講者は別々の場所から

参加することから、これらの役割分担を従来以上に明確にして、それに基づいた行動や発

言を促すことが効果的である。 

講師・ファシリテーター等の役割ごとに、オンライン研修環境で求められる役割を以下

に示す。都道府県や研修実施機関によって呼称と役割の定義が異なるのが実情であるため、

求められる役割内容を踏まえ、講師・ファシリテーター等の役割分担の現状を捉えなおす

必要がある。 

また、前述のように、複数の役割を一人が兼務することも可能であり、実際に配置する

講師・ファシリテーター等の人数と役割分担については、各都道府県・研修実施機関で確

保できる講師・ファシリテーター等の人数や受講者数を考慮して判断する。 

 

（講師） 

各科目の目的に基づいた講義を行う。また、グループワークのねらいを説明し、グルー

プワークの実施内容や時間配分の詳細を指示する。グループワークの結果を全体共有する
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際は、進行を行い、各グループワークに対するフィードバックや総括を行う。 

 

（司会） 

科目の開始終了の管理、受講者への連絡などの研修全体の進行管理を行う。また講師の

進行を補佐し、研修実施機関の事務局と連携して、受講者がブレイクアウトルームに入室

していることを確認後、グループワークのテーマの周知やグループワークの実施時間の管

理などを行う。 

 

（ファシリテーター） 

受講者の発言を促し、議論を進行して、論点や結論を整理する。 

オンライン研修環境では、講師から示されたグループワーク課題や、受講者が提供する

検討資料（例：事例資料、事前検討課題など）をグループ内に画面共有などの方法で共有

する役割も担うことから、画面共有の方法や画面共有しながら議論を進行しやすい接続環

境を整えることが重要である。 

※受講者から提供される事例を用いたグループワークでも、事前に資料提出してもらった

上で、ファシリテーターが画面共有の操作を行う（事例提供する受講者は画面共有の操作

は行わず音声のみで説明する）方が、円滑にグループワークを進行しやすい。 

 

（アドバイザー（副講師）） 

ファシリテーターが議論をうまく進行できない時や、受講者の意見交換が停滞した時に

助言を行う。講師・ファシリテーター数や受講者数（グループ数）が少ない都道府県では

配置していない場合もある。 

オンライン研修環境のグループワークでは、担当するグループ（最大 2 グループ程度）

のブレイクアウトルームを巡回し、各グループの検討状況を見て助言を行う。 

 

（書記） 

議論の経過や結論を要約してグループワークの記録と検討結果の成果物を作成する。書

記役はグループに参加した受講者から選ぶ。記録の作成方法については、グループワーク

の成果の共有を画面共有で実施することを想定する場合、何らかのアプリケーション（ワ

ード、パワーポイントなど）が望ましいが、環境が整わない場合や検討内容がジェノグラ

ム（家族関係図）などの図表中心であって手書きの方が迅速である場合などは、書記が手

書きで作成する方法もあり得る。 

いずれの場合でも、どのような方法で、どの書式で記録を作成するかを、都道府県や研

修実施機関と講師・ファシリテーター等で事前に決めておき、事前に書記となる受講者に

伝える。 
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（発表者） 

グループワークの結果を全体に発表する。グループに参加した受講者から選ぶ。 

発表方法（例：口頭のみ、書記が作成した資料を画面共有して説明、グループワーク中

に発表者が手元で作成したメモを画面共有して説明、など）について、都道府県や研修実

施機関と講師・ファシリテーター等で事前に決めておき、グループワーク中あるいは事前

に発表者となる受講者に伝える。 

 

3.9.3 役割別のポイント 

前述の役割を担う人は、オンライン研修環境が提供する機能を活用しながら、以下のよ

うな対応を行うことが求められる。 

 

（講師） 

・ 全体への説明や発表の進行の際は、必要に応じて資料を画面共有しながら「今、何

をするのか」を明確に伝える。 

・ グループワーク中は、適宜各ルームを回覧して、グループワークの進行状況を確認

する。 

・ グループワーク中に全参加者に留意点や残り時間などを呼びかけたい場合は、ホス

ト（開催者）にチャットで依頼する（ホスト（開催者）から全員へのメッセージ配

信を行う）。 

 

（司会） 

・ ブレイクアウトルームに移動後、全員の入室確認を行う（人数が足りない場合はフ

ァシリテーターに伝える）。 

・ 受講者の音声・画像がつながることを確認する（呼びかけて自己紹介を兼ねて発言

してもらう等）。 

・ 事前に決められた役割分担を確認し、ファシリテーターに進行を依頼する。 

・ グループワーク中は、時間管理を行い、所定時間内に議論が終わるように促す。 

・ ルームにいない講師・ファシリテーターに連絡したい時は「ヘルプ」機能でホスト

（開催者）に依頼する（ホスト（開催者）から講師・ファシリテーターにチャット

で連絡する）。 

 

（ファシリテーター） 

・ 受講者の名前を呼びかけ、発言を促す。 

・ 司会と協力しながら、所定時間内に議論が終わるように進行する。 

・ 書記と協力しながら、論点や結論を整理する。 
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（アドバイザー（副講師）） 

・ 議論の進行状況を踏まえて、必要に応じて助言を行う。 

 

（書記） 

・ ファシリテーターの指示で、議論の経過や結論を要約して、ワードやパワーポイン

ト等のシンプルな形式に記録する。 

・ 必要に応じて、記録を画面共有する。 

・ グループワーク終了後は、グループ内や全体に対して、チャット機能等を活用して

記録を共有する。 

 

（発表者） 

・ 書記が作成した記録等を踏まえながら、グループワークの結果を全体に発表する。 

 

3.9.4 講師・ファシリテーターが最低限理解しておくべき機能・操作方法 

基本操作（表示名の変更、マイク、ビデオ、チャット、資料共有、ブレイクアウトルー

ムへの入退室等）は、講師・ファシリテーターをはじめ、参加者全員に操作ガイドや操作

練習機会を提供して、事前の習得を促す必要がある。 

それに加えて、グループワークの円滑な実施の観点から、講師、ファシリテーター、事

務局等はホスト・共同ホストの操作権限を理解しておくのが望ましい。 

ホスト（開催者）と共同ホスト（開催者の補佐）は、参加者のマイク・ビデオの停止／

開始やブレイクアウトルーム間の移動などができる。またホストのみが、ブレイクアウト

ルームの作成・割り当てやヘルプのリクエスト受信、全員へのメッセージ配信、ブレイク

アウトルームの終了などができる。 

そのため、講師、ファシリテーター、事務局等の役割に応じて、ホスト・共同ホストの

指定を行い、各自が操作権限を理解しておく必要がある。オンライン研修環境を前提とし

た講師・ファシリテーターを養成する研修では、こうしたオンライン研修環境を活用する

操作演習及びオンライン研修環境での演習展開の模擬演習も盛り込む必要がある。 
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4. 都道府県に求められる取組 

4.1 オンライン研修環境の活用に向けて都道府県に求められる取組 

4.1.1 取組の全体像 

今後、各都道府県がオンラインで研修を実施する際に必要な取組として、以下が挙げら

れる。 

 

（実施要綱の確認・見直し） 

・ 全体方針 

・ 研修の実施方法 

・ 受講要件 

・ オンライン研修環境の調達 

・ 地域医療介護総合確保基金の活用 

 

（オンライン研修環境の調達と予算措置） 

・ 調達方針と調達範囲の整理 

・ オンライン研修環境提供事業者（ベンダー）との契約 

 

（受講者（予定）情報の整備・共有） 

・ 引越しなど都道府県間の移動があった場合の受講者情報の受け渡し 

 

（オンライン研修を実施するためのその他環境整備） 

・ 講師、ファシリテーターの養成 

・ 標準資料（副教材）の整備 

・ 受講者や事業所に対する周知（オンラインで実施すること、オンライン研修受講時

の基本的なルールなど） 

 

（研修向上委員会を通じた研修実施機関との研修企画・運営の協議） 

・ オンライン研修環境下での研修の進め方と役割分担（特に演習は集合・対面形式と

の違いを理解して整理） 

・ オンラインならではのデータを活用した評価・改善 

 

4.1.2 実施要綱の見直し 

はじめに、各都道府県における法定研修は、各都道府県が定めている実施要綱に基づい

て、研修実施機関の指定あるいは委託等によって実施されており、研修の運営方法や講師・

ファシリテーターの要件、受講者の出欠・早退の取扱いや修了評価の実施方法等が定めら
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れている。 

したがって、オンライン研修環境を原則として活用するにあたり、まずは都道府県が実

施要綱を点検し、必要な見直しを行う。 

具体的には、本手引きのここまでの内容を踏まえて、各都道府県におけるオンライン研

修環境の活用方策を研修実施機関等と協議・検討し、実施要綱の見直しが必要な点を洗い

出す。 

 

（見直しのポイント） 

①全体方針 

オンライン研修環境の有用性、利用のメリットを考慮し、オンラインでの研修の位置づ

けを明確にすることが必要である。都道府県の実情、これまでの研修実施上の課題等を考

慮して従前の集合・対面形式の研修を組合せて実施することもできるが、受講者の受講負

担軽減や研修の質の平準化、講師負担の軽減といった背景を踏まえ、原則としてオンライ

ン研修環境で実施できるものはオンライン研修環境を活用する方向で見直しを行う。 

なお、オンラインでの受講環境を整えることがどうしても難しい場合は、これまでの対

応を参考に、個別に適切な方法を設定する。 

 

②各科目の時間数及び出欠・早退の取扱い 

ガイドラインにおける科目ごとの時間数は標準時間であり、習得目標を達することがで

きているか否かが重要となるが、受講態度を確認することは難しくなるため、オンライン

研修環境下での受講者の参加状況、実態も踏まえて、研修実施機関との協議等も実施した

上で、都道府県が方針・基準を定めることとなる。 

 

③受講態度の把握及び修了評価 

オンライン研修環境では、受講の様子、態度の確認が難しいため、修了評価が集合・対

面形式以上に重要と考えられる。そのため、修了評価の実施方法、修了の基準について、

前述した修了評価に係る考え方等も考慮し、研修実施機関等と協議して定めることが必要

である。 

 

④受講者による受講環境の整備 

オンライン研修環境を利用する受講環境の整備は、原則として受講者自身が行うべきも

のであるとの方針を示した上で、研修実施機関等と協議の上、研修（特に演習）の実施方

法を定めた上で、受講者に推奨する受講環境を整理して明示する。 
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⑤受講要件 

オンライン研修環境における法定研修の実施に際し、受講環境の準備は受講者各自が行

うことが望ましい。従前の集合・対面形式の研修において会場に集合することは、オンラ

イン研修環境では受講環境を整えることと同様のものであり、各自で準備することを標準

とすべきである。 

必要に応じて事前に各受講者が環境を整えることができるか確認し、実施方法を検討す

ることも考えられる。なお、令和 2 年度事業で実施した試行実証等を通じて、概ね各受講

者がそれぞれに環境を整えることができると確認できている。 

なお、オンライン研修環境を利用する場合も、従前同様に、介護支援専門員証の登録地

以外の都道府県で実施する法定研修を受講することは差し支えない。 

 

⑥地域医療介護総合確保基金の活用 

講師・ファシリテーター養成の取組、都道府県や研修実施機関がオンライン研修や受講

者管理を実施するに際して必要な環境整備に係る費用に地域医療介護総合確保基金（以下、

「基金」）を活用することが可能である。 

基金を活用すること自体を実施要綱に記載する必要はないが、実施要綱に基づいた研修

環境の整備のために基金を活用することになるため、実施要綱の見直しと整合を取る必要

がある。なお、基金活用の対象となるか判断が難しいものについては、厚生労働省に確認

の上、検討する。 

 

4.1.3 オンライン研修環境の調達と予算措置 

（基本的な考え方） 

①令和３年度における対応について 

令和 3 年度のオンライン研修環境の利用について、令和 2 年度厚生労働省が構築した環

境で整備されている標準的な内容で研修を実施する場合は、都道府県等に追加の費用負担

は想定していない。そのため、都道府県や研修実施機関向けの費用補助等は実施しない予

定である。 

厚生労働省が提供する環境利用に際して必要な主な費用として、演習で使用する Zoom の

管理者アカウントの費用がある（※）。都道府県ごと、あるいは研修実施機関ごとに Zoom

社と個別契約が必要となるため、各都道府県が契約し、費用を負担する必要がある。i 

令和 2 年度に構築したオンライン研修環境の維持（保守・運用）及び全国共通の機能追

加・改修は国から支援する予定である。都道府県や研修実施機関が独自資料を作成し、独

自に追加の機能を付加する場合等においては、追加の費用は各都道府県等が負担する必要

                                                      
i 「介護支援専門員研修等オンライン化等事業の進捗状況等について」（厚生労働省老健局認知症施策・

地域介護推進課）令和 3 年 2 月 2 日事務連絡 参照 



53 
 

がある。 

（※）令和 2 年度に実施したオンライン研修環境の導入にあたり、演習に使用する Web 会

議ツールの検討を行った。コスト削減の観点から、新規に専用の会議ツールを開発するの

ではなく既存の市販ツールを選定するとしたこと、市販ツールの中でも費用が低く、グル

ープワークで求められる諸要件（例：グループ分けして議論する機能が含まれている、表

示数が多くグループに参加する複数名の顔が同時に表示できる、受講者に求められる環境

の制約（通信速度や端末に求められるスペックの要求）が小さい、比較的多くの受講者に

馴染みがある、など）を考慮し、Zoom を選択した。こうした選定経緯を踏まえ、令和 3 年

度以降のオンライン研修環境についても、現時点では Zoom の活用を想定している。 

 

②令和４年度以降における対応について 

令和 4 年度以降については、各都道府県で、別途国が示す調達指針の要件・仕様を参考

に、オンライン研修環境の調達する可能性も見込まれる。 

その場合、令和 3 年度に運用するオンライン研修環境から令和 4 年度に各都道府県等が

運用する場合のオンライン研修環境へのデータ移行等の支援を実施する予定であるが、従

来の研修環境（集合・対面形式の研修）からオンライン研修環境への移行に掛かる準備費

用（研修副教材の整備、受講者管理データの移管等）は、都道府県で費用負担する必要が

見込まれる。 
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（令和４年度以降の想定される調達パターン）※予定 

想定される調達のパターンとしては以下が想定される。いずれのパターンでも基本的な

研修実施の方法等が異なるものではなく、各都道府県、研修実施機関の実施方針によって

調達を検討することが求められる。 

 

① 令和 3 年度までに整備するオンライン研修環境を継続利用 

 令和 2 年度、3 年度に整備する標準資料（副教材）、をオンライン研修環境の運用

基盤の運用基盤を継続して利用する。 

 標準資料（副教材）に加えて、独自の資料を追加することは可能である。また、

をオンライン研修環境の運用基盤の機能として独自機能を追加できる部分もある。

法定外研修の実施等に拡充することも可能である。 

 費用については、基本的な運用コストが必要であり、追加で作成、開発を行う

部分は別途費用の負担が必要となる。 

 

② 令和 3 年度までに整備するオンライン研修環境の運用基盤のみ継続利用 

 令和 2 年度、3 年度に整備するオンライン研修環境の運用基盤のみ継続利用、オ

ンライン教材となる資料は別途整備の上で使用する。オンライン研修環境の運用

基盤の運用費用に加え、オンライン教材の作成等の費用の負担が必要となる。 

 オンライン研修環境の運用基盤の機能として独自機能を追加できる部分もあり、

法定外研修の実施等に拡充することも可能である。いずれも別途費用の負担が

必要となる。 

 

③ 令和 3 年度までに整備する標準資料（副教材）のみ継続利用 

 令和 2 年度、3 年度に整備する標準資料（副教材）のみ継続利用し、オンライン

研修を実施するオンライン研修環境の運用基盤は別途新規に調達し、運用するも

の。 

 オンライン研修環境の運用基盤の機能についてすべて独自に設定可能であるが、

調達に係る初期費用は継続利用よりも大きくなる。 

 オンライン研修環境の運用基盤を変更する場合、環境整備に期間を要することか

ら、新旧調達先から事前に前提・制約条件など情報収集を十分に行う。 

 

④ 標準資料（副教材）及びオンライン研修環境の運用基盤を新規作成・構築 

 オンラインでの研修実施に係る環境の構築、標準資料（副教材）作成、オンライ

ン研修環境の運用基盤整備ともに新たに調達するもの。  
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4.1.4 受講（予定）者情報の整備・共有 

ここでは、例えば受講期間中の受講者の引っ越し等の事由で、都道府県間で受講（予定）

者情報を引継ぎする等、都道府県間で情報の連携を行うための情報整備、共有について示

す。 

 

（基本方針の整理について） 

受講者が円滑に研修受講できるよう、転出元、転出先の都道府県間、受け渡しが必要な

受講者情報を整備・共有する必要がある。 

令和 2 年度末までに整備したオンライン研修環境においては、受講（予定）者の基本情

報、受講状況が整理されており、このオンライン研修環境の運用基盤を利用している場合に

おいては、必要な項目の共有が可能である。 

各都道府県において、受講（予定）者の基本情報、受講状況等、必要な情報を整理し、

引継ぎ・連携における方針・方策を整備することが必要である。 

従前同様、原則、所属の勤務地の都道府県を前提に受講するものであり、特段の理由が

あれば他の都道府県での受講を認める。 

 

（引っ越し等におけるデータの受け渡しの対応について） 

受講者の引っ越しによる場合は、転出元と転出先の認識違いや個人情報保護に係る問題

の発生等を防ぐ上でも、直接データを共有するのではなく、転出元の都道府県から受講者

に受講履歴等のデータを提供、受講者本人から転出先の都道府県にデータを渡すといった

対応が望ましい点には留意を要する。 

また、修了要件は都道府県ごとに異なる部分があるため、受講が終わっている科目情報

に加えて、修了評価の情報等の連携も考慮することが求められる。具体的なデータの受け

渡しに際しては、以下のパターンが想定される。 

 

① 転出元・転出先ともに同じオンライン研修環境を利用 

 オンライン研修環境の運用基盤内でデータ引継ぎが可能であり、都道府県間で調

整し、オンライン研修環境提供事業者（ベンダー）に対応を依頼することでデ

ータ連携が可能となる。 

 ただし、上記の点に留意することが必要であり、データの受け渡しについては

受講者本人の同意を得る等の対応を考慮する。 

 同じ環境を利用している場合でも、修了要件等について相違がある可能性があ

る点に留意する。 

② 転出元・転出先が別のオンライン研修環境を利用 

 それぞれがオンライン研修環境を利用している場合、データを電子的に受け渡
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すことが可能である。基本的に csv 形式等の互換性の高い形式でデータを出力

することが可能であるため、電子データを本人経由で共有することができる。

出力可能な形式や入力可能な形式については事前に運用を担う業者に問い合わ

せておくことも必要である。 

③ 転出元・転出先のいずれかがオンライン研修環境を利用（いずれかは集合・対面形式） 

 原則としてそれぞれが管理している受講者情報、受講状況に係る情報について、

紙媒体に出力して運用する、あるいは csv 形式や excel 形式でデータを受け渡

すことになる。 

 連携可能な情報（受講が終わっている科目情報や修了評価の情報等）について

は事前に確認が必要となる。 

 

4.1.5 オンライン研修を実施するためのその他環境整備 

（研修実施機関の事務局におけるオンライン研修環境での運営支援体制の整備） 

これまでに示したように、オンライン研修環境では講義（座学）を e ラーニング形式と

することにより集合・対面形式と比べて会場の確保や講師との調整などの業務が削減され

る一方、オンライン研修環境への接続等に関する受講者からの問合せ対応や、主として演

習科目における講師・ファシリテーターの運営サポート（オンライン研修環境を活用した

研修展開に関する講師・ファシリテーター向けの事前説明等を含む）が必要になる。 

また、受講者の履修状況の確認（標準資料（副教材）へのアクセス状況や確認テストの

実施状況の確認）、修了評価等の研修後情報の集約などについても、紙や目視による確認と

比べてオンライン研修環境では即時かつ効率的に集計を実施できる一方、事務局にはこう

した機能の操作に習熟することが求められる。 

こうした点を踏まえ、研修実施機関の事務局がオンライン研修環境における研修展開の

操作及び事務局として利用する機能の操作に習熟し、必要に応じて受講者や講師・ファシ

リテーターのサポートも実施できるような体制を整える必要がある。 

 

（都道府県、研修実施機関の機器等の整備） 

受講者の受講状況や修了評価（研修記録シート等）の集計結果を共有したり、主に演習

科目における研修の進行の確認や講師・ファシリテーターのサポートを実施したりするた

めに、都道府県、研修実施機関においてもオンライン研修環境に接続する環境の整備が必

要である。特に、講師やファシリテーターには、講義や演習に用いる資料を画面共有しな

がら説明するなどの操作が必要となるため、都道府県、研修実施機関が講師・ファシリテ

ーター用の配信環境を整備する場合、講師・ファシリテーターの操作に適した環境の整備

（例：デュアルディスプレイ、雑音が少なく他の講師・ファシリテーターの音声が混合し

ない環境及びマイクやヘッドセット等の機材、高速で安定な通信環境、など）を整備する
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必要がある。 

なお、こうした環境を整備する場合は、講師・ファシリテーター向けの操作説明、事前

研修でも活用することで、講師・ファシリテーターは習熟した環境で研修を実施できるよ

うになるため効果的である。 

 

（受講者や事業所等に対する周知） 

令和 2 年度に構築したオンライン研修環境の機能及び仕様では、研修実施に関するすべ

ての実務をオンラインで行うことができるわけではない。例えば受講料の振り込みや領収

書の発行などは含まれていない。 

研修業務における具体的なオンライン化の対象範囲整理例 

 

 

したがって、特にオンライン研修環境の導入初期段階では、受講者や受講者の属する事

業所（者）に対して、オンライン研修環境で実施することと実施できないことを明確にし、

事前に周知する必要がある。また、オンライン研修環境で実施することに関連して、オン

ライン研修環境での受講等に必要な機器・設備等の条件、当日の受講支援体制等に係る情

報を周知する必要がある。 

なお、特に演習科目に関して、オンライン研修環境（演習で使用する Web 会議ツール

（Zoom））の基本的な使い方を、利用マニュアル（※）等を利用して紹介するとともに、演

習を円滑に推進するために受講者に求められるルール（例：画面のオンオフ、音声ミュー

ト、参加者名の表示変更など）も併せて周知徹底する必要がある。 

（※令和 2 年度に構築したオンライン研修環境における操作マニュアルについては、本手

引きの参考資料に付している（p68）。演習で使用する Web 会議ツールは、演習に求められ

る要件を勘案して、令和 3 年度以降も Zoom を活用する想定であることから、適宜、本マニ

ュアルを活用いただきたい）  

資格申請

• 各都道府県の
所定の手続き
を実施

オンライン化の範囲

研修申込受付 e-ラーニング申込・
ID/PSW発行 座学のみ科目 講義・演習一体型科目

（講義・グループワーク） 修了

• 修了テストの
作成と採点

• アンケート作成、
回収

• 演習の日時設定および
周知

• 演習の申込受付、
出欠管理

• 事前課題の確認
• 演習の運営(グループ

ワークの進行、質問
対応等)

• 演習の評価、受講者へ
のフィードバック

• 受講者から従来の方
法で申込受付（申込
書、ＨＰ等）

• 受講者へ書面通知、
受講料の入金確認

• 受講者情報の変更管理
• 受講状況の管理

(都道府県別、受講者別、科
目別）
※受講履歴の出力機能(受講
終了前に県外転出となった者
への対応)

• 受講者が登録した研修記録
シートの確認と受講者への
フィードバック

• 受講者からの質問受付、回答
• ミニテスト作成
• 都道府県独自教材の登録

（登録のみ。作成は範囲外）

• 受講者申込情報をもとに、
受注者のサポート部門へ
受講者登録を依頼

• 受注者が受講者対して、
eラーニング用のID/PSW
を発行

• 上記同時に都道府県が
受講テキストを郵送

修了証発行

• 修了証を発行
都
道
府
県
・
研
修
実
施
機
関
の
業
務
の
流
れ

受
講
者
の
流
れ

• 受講申込
• 受講料振込

• ID、PSW受領
• テキスト受領

• オンライン環境へログインし、
受講対象の研修選択

• 研修記録シート登録
• 座学受講
• 教材ダウンロード、閲覧、印刷
• 質問
• ミニテスト受講

• 修了証を受領

申込 受講 修了

• 演習申込
• 講義受講
• 事前課題の提出
• グループワーク受講

• 修了テスト受講
• アンケート回答
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4.1.6 研修向上委員会を通じた研修実施機関との研修企画・運営に関する協議 

（オンライン研修環境下での研修の進め方と役割分担） 

オンライン研修環境下では以下のような集合・対面形式の研修との違いを理解し、研修

の運営の実務と、講師・ファシリテーター等と研修実施機関の事務局との役割分担を検討

する。 

また、講師・ファシリテーターの養成研修でオンライン研修環境の操作習熟についても

取り扱う必要があることや、研修記録シートはオンライン研修環境で記入・提出可能とな

ることなどを踏まえ、研修の企画、運営、実施後の総括等それぞれの段階において、都道

府県及び研修向上委員会と、研修実施機関の事務局との役割分担を検討する必要がある。 

 

図表 13 オンライン研修環境での研修と集合・対面形式の研修との業務の流れの違い 
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（オンラインならではのデータを活用した評価・改善） 

オンライン研修環境では受講履歴（いつ、どの科目を受講したかなど）をもとに、受講

者の受講状況などを確認できる。 

また、研修記録シート等の集計・分析結果がデータ化され、現状把握が容易になり、研

修企画の内容改善にも活用しやすくなる。これまでは、紙や電子ファイルで提出された研

修記録シートの管理、集計、分析にかかる手間が課題となり、研修の事前、事後、3 か月

後の 3 時点で評価する運用が困難だった都道府県も少なくないが、オンライン研修環境で

効率的に長期のフォローアップも可能となる（研修修了 3 か月後の研修記録シートを回収

しやすくなる）利点がある。研修実施機関は、こうしたオンライン研修環境の利点を生か

し、集約したデータを研修向上委員会や都道府県と共有し、研修の内容や実施方法の改善

に活用することが求められる。 

また、演習についても、オンライン研修環境だからこそ、これまでの集合・対面形式よ

りも効果が大きくなると想定される点（例：他のグループの議論にとらわれずにグループ

ワークに集中しやすい、ファシリテーター等の声の届き方によって参加姿勢に違いが出る

ことを防ぎやすい、画面で共有する方が資料をしっかりと読みやすい、など）もある。 

研修実施機関は、こうした観点も踏まえて研修の運営を振り返り、課題だけでなくオン

ライン研修環境を活用したからこその効果も併せて、研修向上委員会や都道府県と共有し、

研修の改善に生かすことが求められる。 
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4.2 オンライン研修環境の調達と求められる要件（調達要件（例）） 

 本節（「4.2 オンライン研修環境の調達と求められる要件（調達要件（例））」）は、オンライン研修

環境の運用基盤に関する専門的な内容を含むため、適宜、情報システム担当者に確認しながら

参照いただくことを想定している。 

 

4.2.1 オンライン研修環境の調達に向けた主なステップ 

令和 4 年度以降については、各都道府県で、別途国が示す調達指針の要件・仕様を参考

に、オンライン研修環境の調達を行う可能性も見込まれる。本項ではオンライン研修環境

の調達に向けた標準的なステップを示す。あくまで標準的なステップであるため、各都道

府県で、適宜、情報システム担当者に確認して調達を進めることが望ましい。 

 

＜オンライン研修環境の調達までの標準的なステップ＞ 

① 業務企画 

② オンライン研修環境提供事業者（ベンダー）への情報提供依頼 

③ 予算要求 

④ 調達 

 

① 業務企画 

オンライン研修環境で研修の実務を行っていくにあたり、まず、現状の研修業務の流れ

を整理した上で、利用者のニーズや現状の研修業務の問題点を抽出する。現状の整理結果

をもとに主要課題を設定し、課題を解決するための業務企画案（研修業務のあるべき姿案）

を整理する。 

 

② オンライン研修環境提供事業者（ベンダー）への情報提供依頼 

業務企画案の概算費用、概算スケジュール、実現手段を調査するために、複数の事業者

に情報提供を依頼することが望ましい。有用な情報を得られるよう、公平性・競争性を確

保した上で、事業者に対し個別ヒアリング等を適宜行い、取得した情報を精査し、活用す

る。 

 

③ 予算要求 

事業者からの情報提供依頼の回答結果をもとに、各都道府県の手続きに従って予算を要

求する。 

 

④ 調達 

事業者からの情報提供依頼の回答結果を参考に、各都道府県でオンライン研修環境を構
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築するための調達の要件・仕様など（※）を整理する。調達の実施は各都道府県の手続き

に従って行うこと。 

（※）調達の要件・仕様の考え方と具体的な検討事項は次項で示す。 

 

4.2.2 オンライン研修に係る業務及び要件 

法定研修は、都道府県が実施主体であり、研修に用いるオンライン研修環境を構築する

ための調達の内容（要件・仕様など）も都道府県に決定権限がある。一方で、全国で法定

研修の質の水準を平準化する観点に立てば、最低限の要件・仕様については共通化すべき

ものである。 

本項では、令和 2 年度に構築したオンライン研修環境及びその環境を用いた試行実施の

結果を踏まえ、都道府県が今後活用する際の「最低限の共通事項」となる調達指針の要件・

仕様を示す。各都道府県でオンライン研修環境を構築するための調達内容を検討、実施す

る際は、この調達指針の要件・仕様を踏まえた上で進めることが望ましい。 

 

オンライン研修環境の調達指針として、都道府県がはじめに検討、整理しておくべき事

項 3 点を挙げる。以下に項目ごとに考え方や具体化する際の視点を示すので、これを踏ま

えて詳細化し、調達仕様を作成していただきたい。 

 

＜はじめに検討すべき事項＞ 

① 調達案件の概要 

② オンライン研修環境に求める業務要件（機能要求） 

③ オンライン研修環境に求める運用管理要件（非機能要求） 

 

① 調達案件の概要 

調達案件の概要としては、「オンライン研修環境の全体像と運用イメージ」、「研修に係

る業務におけるオンライン化対象範囲」、「作成する教材の量」、「予定スケジュール」、

「予定実施体制」等が含まれる。このほか、必要な事項を簡潔に整理し資料として整備

する。 
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オンライン研修環境と全体像の運用のイメージ整理例 

 

 

研修業務における具体的なオンライン化の対象範囲整理例 

 

  

資格申請

• 各都道府県の
所定の手続き
を実施

オンライン化の範囲

研修申込受付 e-ラーニング申込・
ID/PSW発行 座学のみ科目 講義・演習一体型科目

（講義・グループワーク） 修了

• 修了テストの
作成と採点

• アンケート作成、
回収

• 演習の日時設定および
周知

• 演習の申込受付、
出欠管理

• 事前課題の確認
• 演習の運営(グループ

ワークの進行、質問
対応等)

• 演習の評価、受講者へ
のフィードバック

• 受講者から従来の方
法で申込受付（申込
書、ＨＰ等）

• 受講者へ書面通知、
受講料の入金確認

• 受講者情報の変更管理
• 受講状況の管理

(都道府県別、受講者別、科
目別）
※受講履歴の出力機能(受講
終了前に県外転出となった者
への対応)

• 受講者が登録した研修記録
シートの確認と受講者への
フィードバック

• 受講者からの質問受付、回答
• ミニテスト作成
• 都道府県独自教材の登録

（登録のみ。作成は範囲外）

• 受講者申込情報をもとに、
受注者のサポート部門へ
受講者登録を依頼

• 受注者が受講者対して、
eラーニング用のID/PSW
を発行

• 上記同時に都道府県が
受講テキストを郵送

修了証発行

• 修了証を発行
都
道
府
県
・
研
修
実
施
機
関
の
業
務
の
流
れ

受
講
者
の
流
れ

• 受講申込
• 受講料振込

• ID、PSW受領
• テキスト受領

• オンライン環境へログインし、
受講対象の研修選択

• 研修記録シート登録
• 座学受講
• 教材ダウンロード、閲覧、印刷
• 質問
• ミニテスト受講

• 修了証を受領

申込 受講 修了

• 演習申込
• 講義受講
• 事前課題の提出
• グループワーク受講

• 修了テスト受講
• アンケート回答
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② オンライン研修環境に求める業務要件（機能要求） 

研修業務を行うにあたり、オンライン研修環境に求める業務要件を整理する。 

整理にあたっては、まず、オンライン研修環境を活用した場合の研修業務の流れを利用

者目線（都道府県・研修実施機関及び受講者等）で整理することが望ましい。オンライ

ン研修環境を活用した場合の研修業務の流れを基に求める業務要件を整理する。 

オンライン研修環境に求める業務要件（機能要求）の各記載事項がオンライン研修環

境の実現方法や費用、導入スケジュールに影響する。オンライン研修環境に求める業務

要件（機能要求）を整理する際、必須の機能＝「～できること」と表現、あると便利な

機能＝「～できることが望ましい」と表現するなど、必要に応じて記載事項をいくつか

に分類し、優先度をつけることが重要である。 

なお、都道府県による調達となるため、オンライン研修環境に求める業務要件（機能

要求）を業務実施部門（高齢・介護関連部局）のみで決定するのではなく、適宜、情報

システム部門や CIO 補佐官等の支援や助言を受けることが望ましい。 

オンライン研修環境に求める業務要件（機能要求）にて整理する事項の例は以下のと

おり。 

 

オンライン研修環境に求める業務要件（機能要求）にて整理する事項の例 

定義する事項 記載事項 

a) ユーザ管理機能 オンライン研修環境で誰のどのような情報を管理するかを記載する。例えば、受

講者の基本情報、勤務先情報、受講申込内容などが管理対象として挙げられる。 

b) コンテンツ管理

機能 

オンライン化する研修の対象（実務研修/更新研修/主任更新研修）、科目ごとの

標準資料（副教材）の構成などを記載する。特に、都道府県独自の資料等を使用

する場合、標準資料を使用する範囲、都道府県独自の資料を使用する範囲などを

記載すること。 

c) 受講者機能 受講者がオンライン研修環境で受講を進めるために必要な要求事項を記載す

る。例えば、受講対象研修の受講、課題提出、講師への質問、自身の受講状況の

確認などが挙げられる。 

d) 受講者管理機能 都道府県及び研修実施機関がオンライン研修環境で研修業務を行うために必要

な要求事項を記載する。例えば、受講者の受講履歴の管理、受講者からの質問回

答、受講者への通知、修了証の発行などが挙げられる。 

e) 演習機能 オンライン研修環境で演習を行うために必要な要求事項を記載する。例えば、演

習の開催概要の設定や受講者への周知、オンライン研修環境でのグループワー

ク実施、演習の出欠管理などが挙げられる。 
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③ オンライン研修環境に求める運用管理要件（非機能要求） 

オンライン研修環境に求める運用管理要件（非機能要求）は前述の機能要求以外のオ

ンライン研修環境に求める事項である。オンライン研修環境が稼働するためには、オン

ライン研修環境に求める業務要件（機能要求）で整理した内容だけではなく、稼働環境

やサービス・業務を円滑に開始するための利用者の支援等の要件も検討し、整理する必

要がある。 

オンライン研修環境に求める業務要件（機能要求）と同様に各記載事項がオンライン

研修環境の運用方法や費用に影響する。オンライン研修環境に求める運用管理要件（非

機能要求）を整理する際、必須の機能＝「～できること」と表現、あると便利な機能＝

「～できることが望ましい」と表現するなど、必要に応じて記載事項をいくつかに分類

し、優先度をつけることが重要である。 

なお、オンライン研修環境に求める運用管理要件（非機能要求）も業務実施部門（高

齢・介護関連部局）のみで決定するのではなく、情報システム部門や CIO 補佐官等の支

援や助言を受けることが望ましい。 

非機能要求にて整理する事項の例は以下のとおり。 
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オンライン研修環境に求める運用管理要件（非機能要求）にて整理する事項の例 

定義する事項 記載事項 

a) ユーザビリティ

及びアクセシビ

リティ 

オンライン研修環境の各機能における利用者の種類、特性及び利用において配

慮すべき事項等を記載する。 

b) オンライン研修

環境の方式 

クラウドサービス、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等のオンライ

ン研修環境の構成に関する全体の方針の案について記載する。 

c) 規模 オンライン研修環境の規模について、機器数、設置場所、データ量、処理件

数、利用者数等を記載する。なお、データ量、利用者数等については、ライフ

サイクル期間における将来の見込みも記載すること。 

d) 性能 オンライン研修環境の性能について、応答時間、バッチ処理時間等を記載す

る。特に、機能要求において検討した内容に照らし、性能が過度にならないよ

う適切な要件とすること。 

e) 信頼性 オンライン研修環境の信頼性について、稼働率等を記載する。特に、機能要求

において検討した内容に照らし、過度にならないよう適切な要件とすること。 

f) 拡張性 オンライン研修環境の性能及び機能の拡張性要件について記載する。特に、将

来の機能改修や、社会情勢の変化、技術の変化、利用状況の変化等に対して、

柔軟で効率的な対応を行うことを念頭に、要件を定めること。 

g) 上位互換性 オンライン研修環境を構成する OS 及びミドルウェア等のバージョンアップ時

におけるオンライン研修環境の改修の許容度等を記載する。 

h) 中立性 オンライン研修環境の中立性については、いわゆるベンダーロックインの解消

等による調達コストの削減、透明性向上等を図るため、市場において容易に取

得できるオープンな標準的技術又は製品を用いる等の要件について記載する。

なお、技術又は製品について指定する場合には、指定を行う合理的な理由を明

記した上で、クラウドサービス、ハードウェア、ソフトウェア製品等の構成を

明らかにすること。また、オンライン研修環境を利用する端末についても、特

定のハードウェア又はソフトウェアに依存しないよう留意すること。 

i) 継続性 オンライン研修環境の運用の継続性について、障害、災害等によるオンライン

研修環境の問題発生時に求められる機能やシステム構成、その目標復旧時点及

び目標復旧時間等を記載する。過度にならないよう適切な要件とすること。 

j) 情報セキュリテ

ィ 

オンライン研修環境の情報セキュリティ対策に関する事項について記載する。

過度にならないよう適切な要件とすること。また、記載にあたっては、各都道

府県の情報セキュリティポリシーを参照の上、要件を適切に定めるものとする

こと。 

k) 稼働環境 クラウドサービスの構成、ハードウェアの構成、ソフトウェア製品の構成、ネ

ットワークの構成、施設・設備要件等について記載する。なお、稼働環境につ

いては、既存の環境を最大限活用し、不要な調達を行わないこと。 

l) テスト オンライン研修環境の設計から運用開始に至るまでのすべてのテストについ

て、テストの種類、目的、内容、実施者、合否判断基準、テスト実施環境等を

記載する。 

m）移行 本番環境への業務移行、システム移行及びデータ移行について、移行時期、移

行方式、移行対象、移行環境等を記載する。 

n) 引継ぎ オンライン研修環境の開発、運用等について、他の関係事業者への引継ぎに関

する要件を記載する。 

o) 教育 オンライン研修環境の利用者に対する教育について、教育対象者の範囲、業務

実施手順やオンライン研修環境の操作説明等のマニュアルの作成、教育の方

法、研修環境等を記載する。 

p) 運用 オンライン研修環境の運用時間、運用監視、障害復旧、その他の運用管理方

針、運用環境等に関する要件を記載する。なお、この運用要件は、次の q）に

掲げる保守要件と明確に区別して記載すること。 

q) 保守 オンライン研修環境を構成するクラウドサービス、ハードウェア、ソフトウェ

ア製品、アプリケーションプログラム等の保守、サポート体制、保守環境等に

関する要件を記載する。 
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おわりに 

今後の検討課題 

本手引きは、法定研修に係る実施要綱、ガイドライン、修了評価の指針等を基点に検討

を加え、令和 2 年度に構築したオンライン研修環境とそれを活用した試行実証結果に基づ

いて、講師・ファシリテーター、研修実施機関、研修向上委員会や都道府県のそれぞれに

求められる役割や機能、今後の活用に向けた留意点等を整理したものである。 

講義（座学）科目の一部で既に e ラーニング形式を導入している都道府県の実情や、集

合・対面形式における研修実施の実態、新型コロナウイルス感染症対策が必要となる状況

でのオンライン形式の導入に向けた検討状況の把握などを通じて、都道府県ごとに異なる

研修実施機関等を捉え、共通して対応し得るオンライン研修環境の機能等を検討した。本

手引き中で指摘している研修運営に係る具体的な工夫や留意点等の知見は、意見交換や試

行実証等を通じて現任の講師・ファシリテーターや研修実施機関等の現場から示されたノ

ウハウである。 

一方で、オンライン研修環境の本格的な活用はこれからであり、ここに示した工夫や留

意点も見直しが必要な可能性もある。また、令和 2 年度の事業では対応していない研修課

程もあり、それら課程に対応する標準資料（副教材）の整備も必要である。 

これら継続して検討すべき課題については、令和 3 年度事業で引き続き取り組み、結論

を示す予定である。 

 

（講師・ファシリテーターの確保と養成） 

本手引きの中でも記載したとおり、オンライン研修環境での演習を効果的に実施するに

は、講師・ファシリテーターがオンライン研修環境の特徴を理解し、Web 会議ツールの操

作に習熟する必要がある。また、オンラインでの演習に適するように、演習用教材（記録

様式などのフォーマットも含む）を見直したり作成したりする必要もある。 

また、集合・対面形式と異なり、1 グループに 1 人のファシリテーターが原則として必

要になるため、各地域でファシリテーターの担い手候補を増やす取組も必要である。こう

した講師・ファシリテーターの確保と養成をどう展開するのが良いのかについては、今後

も各都道府県での実践の好事例の共有も含め、検討・取組を進める。 

 

（主任介護支援専門員養成研修課程等の副教材の整備） 

令和 2 年度の事業で対象外とした「主任介護支援専門員養成研修」課程等の、主に講義

（座学）に用いる標準資料（副教材）を制作し、オンライン研修環境に導入する。 
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（オンライン研修環境の活用に係る情報交換を行う機会の設定） 

オンライン研修環境を本格活用する上で、研修の運営実践を通じてさまざまな具体的な

課題やそれを解決する工夫や留意点が明らかになると考えられる。こうした情報を、都道

府県や研修実施機関あるいは研修向上委員会（特に研修の企画を担当する者や講師・ファ

シリテーターの養成研修を担当する者）の間で情報交換できる機会を設けることが重要で

ある。 

これまでにも年 1 回程度開催されてきた、法定研修に関わる都道府県、研修実施機関、

研修向上委員会の担当者が参加する全国会議（Web 会議形式を含む）を、今後も継続して

開催する予定である。 

 

（研修企画・運営に係る PDCA サイクルの推進） 

法定研修の内容や水準を継続的に高めるためには、研修の企画・運営における PDCA サイ

クルを着実に推進することが重要である。具体的には、前年度の研修実施を通じて明らか

になった課題やその都道府県の受講者が直面している課題の把握を起点として、その年の

研修内容や研修展開の方法の工夫を企画し、それを講師・ファシリテーターによる研修展

開や研修内容に反映させる。 

オンライン研修環境では、講義（座学）科目は e ラーニング形式だが、演習（グループ

ワーク）は、受講者の状況を踏まえて講師・ファシリテーターによる演習課題の設定や進

行の工夫の余地がある。また、こうして実施した結果を、オンライン研修環境を通じて集

約する研修記録シート等のデータを用いて振り返り、次年度の企画に反映させる。 

令和 2 年度に構築したオンライン研修環境では、受講状況や研修記録シートのデータを

集約できる機能を盛り込んだが、今後、研修向上委員会を中心とした PDCA サイクルを推進

する上で、追加で必要な情報が明らかになることも考えられる。 

こうした、実践を通じて必要性が明らかになる機能やデータについては、都道府県レベ

ルと国レベル（全国）との間での情報共有・意見交換の機会を活用し、令和 3 年度に整備

するオンライン研修環境に反映できる部分については順次反映していくといった検討・取

組を行う。 

 

（法定外研修への活用） 

オンライン研修環境は、法定研修だけでなく、介護支援専門員の実践と生涯学習に必要

な法定外研修にも活用が想定される。今後、各都道府県の実情を踏まえ、法定外研修でも

活用していくことが想定される。その際、都道府県ごとに異なる教材を登録できるように

する機能の追加なども必要となるため、令和 3 年度に整備するオンライン研修環境では、

こうした点も考慮した検討・取組を行う。  
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本手引きの見直し 

前節でも触れたように、オンライン研修環境の本格活用はこれからであるため、本手引

きについても、その状況と実践を通じて明らかになる新たな課題や工夫を踏まえて見直す

必要がある。 

現時点では、令和 3 年度は厚生労働省の事業としてオンライン環境の整備と提供を行う

が、令和４年度以降については、研修の実施主体の位置付け等を踏まえ、当該事業の実施

に係る検討を行うが、各都道府県においてオンライン研修環境を調達する（都道府県がそ

れぞれオンライン研修環境を提供するベンダーと契約する）可能性も見込まれる。 

したがって、本手引きについても、令和 3 年度の実施状況を踏まえて見直し、令和 4 年

度以降の各都道府県を主体とした運用に資するものとして公表・共有する予定である。 

 

 

※ 参考：既にご案内済の他のマニュアルについて 

○ 「介護支援専門員オンライン研修」のリンクからご参照のほどお願いいたします。 

https://cm-training-online.jp/servicesite/web/admintop.html 

 


